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東日本大震災の教訓を永遠に繋いでいこう

公益社団法人 日本栄養士会 会長

Tatsushi Komatsu

小 松 龍 史

忘れることができない 2011 年 3月11日午後 2 時 46 分。私は京都の職場で仕事中だ

った。最初はインターネットのニュース、以降刻々と知らされる想像を絶する映像やニュースか

ら、これは大変なことになったと感じた。 3月13日に急きょ同志社女子大学の私の研究室

で、近畿地区の理事 3 人が集合し対策会議を開いた。3月15日には中村丁次会長（当時）

を中心に正式に災害対策本部が立ち上がり、本格的に日本栄養士会としての活動が開始さ

れた。

当時を振り返ると、全てのことが手探りで、刻々と変化する情報を共有して、その時々に変

化する被災地のニーズ、交通インフラの回復状況等々、特に初期のころは、変化のスピード

と多様性についていけていなかったと反省している。しかし、4月以降迫和子専務理事を中

心に各理事などが被災地に直接的な関わりをもてるようになり、災害支援管理栄養士・栄養

士との連携も徐々に取れるようになってきた。また、災害支援を行う管理栄養士・栄養士の派

遣については、日程調整、支援内容と人材のマッチング、交通手配、問い合わせ対応などに

事務局職員が毎晩のように午前 0 時近くまで対応してくれた。このように、発災初期の混乱

期の対応に多少のつまずきがあったものの、その後の数カ月は災害対策本部を中心に関係

理事、事務局職員の努力により、必要な活動ができたように感じる。

しかしながら、われわれの活動の中での反省点が多々ある。体制が整わず初期対応が遅

れたこと、栄養上必要な支援物資、特に病者や高齢者、乳児等の弱者に必要な特別な栄

養補給物資の集配対策、多数広域に点在する避難所対策、災害支援管理栄養士・栄養

士の教育訓練や情報の引き継ぎ、関連団体や組織等との連携、現地栄養士会や自治体等

との連携等、今後に多くの課題や教訓を得ることができた。このような教訓を基に「日本栄

養士会災害支援チーム （The Japan Dietet ic Associat ion-Disaster Assistance 

Team：JDA-DAT）」を立ち上げた。多くの栄養的な支援を必要とする被災者に対し、物資

だけでなく栄養管理や相談など専門性の高い支援を、医療支援チームなどと連携しながら、

発災初期の急性期段階から速やかに活動が展開できるよう体制を整えるとともに、日頃から

災害支援管理栄養士・栄養士の教育訓練を行う場としての機能が確実にできつつあること

は、東日本大震災の教訓を永遠に生かし繋いでいく礎になるものと信じている。

signature
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私たちは、手を差し伸べる使命と知識、
さらに技術を持っています
公益社団法人 日本栄養士会 東北地方太平洋沖地震緊急対策本部 本部長
公益社団法人 日本栄養士会 名誉会長

Teij i  Nakamura

中 村 丁 次

今回の東日本大震災において、大きな被害を受けられた国民の皆さま、日本栄養士会の

会員およびその関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

人は、いかなる状況においてもエネルギーと栄養素を補給し続けなければなりません。それ

は、これらが生命の灯であり、人はこの灯を絶やしてしまうと生きていけないからです。しかし、

3月11日の午後、突然に襲った一瞬の大地震が、この地域に住む全ての人々のこの灯を不

安定な状態にしてしまいました。

管理栄養士・栄養士は、人がどのような状態に置かれても、その命を守るためには適正な

栄養補給がなされなければならないとの強い思いを心に秘め、日々いろいろな職場で、栄養

管理、栄養指導、さらに栄養教育を行っています。今回の大地震と大津波により、食べ物自

体が不足している人、食べ物はあっても調理ができない人、温かいご飯やみそ汁さえ飲めない

人、適正な食品が選択できない人、食事の偏りにより栄養障害を起こしつつある人、ミルクが

不足したり、離乳食がとれないお子さん、特別な治療食品が手に入らなくなったり、食事療法

が実行できなくなった患者さん、精神的ストレスで食べる意欲さえ失ったご高齢の方々等、食

事や栄養の問題で悩む多くの人たちが発生しました。

どのような状況においても、適正な栄養管理、栄養指導、さらに栄養教育をすることは私

たちの使命であり、通常の食事が困難になればなるほど専門職としての援助が必要になりま

す。人は、苦しみ悩む人がいれば自然に寄り添い、手を差し伸べる感性を持っています。幸い

なことに管理栄養士・栄養士は、少しばかりかもしれませんが、その苦しみや悩みを解決でき

る知識と技術も持っています。皆さまぜひ、管理栄養士・栄養士にご相談ください。

そして、一人でも多くの会員がその手を差し伸べられることを強く望んでいます。

signature
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忘れられぬ日を越えて、今、すべきこと

公益社団法人 日本栄養士会 専務理事

Kazuko Sako

迫 和 子

2011 年 3月11日午後 2 時 46 分、日本人にとって決して忘れることのない日である。

私は、東京・神田神保町にある日本栄養士会（以下、「本会」）事務所で、キャビネットがス

ローモーションのように倒れていくのを見ていた。テレビでは突然大津波の映像が入り、その

巨大さと何もかも飲み込んでいく力に、何とも言えぬ恐ろしさと人間の無力さを感じた。

東日本大震災では、連続した地震、大津波、大規模火災によって、道路や橋が崩壊・寸断

され、物流拠点施設等の基盤が崩壊したことにより、被災地は陸の孤島と化した。

そういう中で人々は津波の被害を免れた高台に集まり、そこは自然発生的に避難所となっ

た。その多くは医療・福祉施設や事業所、個人宅等である。災害発生 1 週間後の避難所数

は2,182カ所で、避難者数は38 万 7,000 人を数え、岩手、宮城、福島の３県だけでも36

万 9,000 人となった。加えて、数人から2,000 人までさまざまな規模の避難所があり、食事

提供のみならず、全てにわたって対応が難しかった。

本会は、今まで災害支援活動に直接取り組んだ実績がない。阪神・淡路大震災、新潟県

中越地震等においては義援金を募集し、地元栄養士会の活動支援を行ったのみである。

しかし、今回の未曾有の災害において専門職として管理栄養士・栄養士はその役割を果た

さなければならないという思いから、2011 年 3月15日、中村丁次本会会長（当時）を本部

長に災害対策本部を立ち上げ、活動組織を定めるとともに、人的支援、物的支援を行うため

のボランティア登録および活動支援金の募集を開始した。

まさに手探り状態での活動であったが、食料備蓄、災害急性期・亜急性期の栄養確保・栄

養支援対策等、管理栄養士・栄養士としての役割を学び、多くの成果が生まれた。一方、組

織として反省すべき点も多々あった。

｢災害は、忘れぬうちにやってくる！｣

本誌は、本会の対応を振り返るとともに、「日本栄養士会災害支援チーム（The Japan 

Dietet ic Associat ion-Disaster Assistance Team：JDA-DAT）」の意義とその役割

について共有し、公益社団法人としてその機能を果たすべく、体制整備を進めたい。

最後に、東日本大震災での栄養支援活動を支えてくださった管理栄養士・栄養士、日本栄

養士会賛助会員各社、多くの専門職種および専門職能団体、行政機関の皆さまに深く感謝

申し上げます。

signature



2011 年（平成 23 年）3 月 11 日に発生した東日本大震災。あれから 3 年を超えて、日

本栄養士会は、大規模な自然災害が発生した場合に、栄養や食の視点から支援するチー

ムを組織しました。日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）は、今現在、被災県へ

の支援を続け、いつかくる大災害に備えています。 栄養と食の問題を解決できるわれわれだ

からこそできること、しなければならないこと。日本栄養士会は、未来のために前進しています。

～ 災 害 時に、日本 栄 養 士 会ができること～

使 命は、栄 養・食 問 題の解 決

the beginning of this book巻 頭
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災害時に即時支援ができるチームを育成

平成 24 年 2 月 18 日・19 日に実施した第 1 回「日

本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）リーダー育

成研修会」。平成 24 年 11 月 17 日・18 日に第 2 回、

平成 25 年 11 月 3 日・4 日に第 3 回と、東日本大震

災以降、災害時支援活動の要となる JDA-DAT リー

ダーの数を増強してきた。

同研修は、災害の理解、災害支援におけるリーダー

理論、災害時の栄養 ･ 食支援、災害時のレシピ等、

大規模な自然災害が発生した場合に、多様な状況に

対応できる人材の育成を目的としたプログラムを組んで

いる。プログラムでは、講義のみではなく、実践的な訓

練も実施。 第 2 回では、兵庫県広域防災センターで

消防・防災に関する体験型学習・訓練を取り入れる等、

実際の支援活動を想定した研修を行うことで、知識だ

けではなく、現地で即時的な支援活動が実行できる人

材を育ててきた。

受講者には研修後に、事後レポートとアンケートを提

出することを義務付けている。 事後レポートでは、研修

評価および自己の課題や目標達成度等を示させ、アン

ケートとともに次回以降の研修を企画・運営するための

基礎資料とした。 第 3 回までの研修で得たレポートを

材料とし、平成 26 年 2 月には「日本栄養士会災害

支援チーム活動マニュアル」を作成。マニュアルをベー

スに、平成 26 年 11 月に福岡県福岡市にて第 4 回

研修を実施する。（JDA-DAT の詳細は P.81 ～）リ�ダ�研修修了者。毎年、約70名のリ�ダ�が誕生している

第1回研修会

第2回研修会。講
義、訓 練を含 め、
研修は2日間

活�車両「JDA-DAT 河村号」。調理が可能な料理箱を車載している
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福島県いわき市の
会場で実施した栄
養相談の様子

福島県いわき市会
場の参加スタッフ。
赤いユニフォ�ム
が JDA-DATメン
バ�

測定や情報提供で被災者住民をサポート

平成 25 年 9 月 5 日、12 日に開催された「きぼうと

きずな 健康フェア 2013　いきいき毎日大作戦 延ば

せ、健康寿命 」に、JDA-DAT として実質的な被災

地支援活動を実行した。 会場は、9 月 5 日が福島県

郡山市「迎賓館グランプラス」、9 月 12 日が福島県

いわき市「パレスいわや」。 同フェアは、福島県富岡

町が敬老会として主催したもので、JDA-DAT は、会

場にブースを出展し、参加者に対して健康に関する測

定や情報提供を行った。日本栄養士会、福島、東京、

茨城、栃木各県栄養士会から各日 15 名のメンバーが

参加。 郡山市では 45 名、いわき市では 75 名に対し

会場内で測定できる体組成、骨密度、HbA1c 値等

のデータを基に、栄養相談を実施した。

誰もができる調理
方 法。電 気 �ッ�
での加熱を推奨し
ている

パッククッキングで
「さばの味噌煮 」
を作ることも可能

DVD「 災害時の食
支援 」のチラシ。本
編 約 90 分、岩 波 映
像株式会社制作

被災時にも可能な調理法を普及

JDA-DAT は、被災地での食における課題を解決す

る方法の一つとして、高密度ポリエチレン袋を使用した

加熱調理法「パッククッキング」の普及活動を行って

いる。この調理法は、「地域栄養ケア PEACH 厚木」

が考案したもので、下処理をした食材を袋に入れ、ポッ

トの湯を通じて食材を加熱、調理する方法だ。レシピ

には、かぼちゃ煮、全粥、肉じゃが、切干大根煮、プ

リン等、幅広いメニューが考案されている。 JDA-DAT

が所持する活動車両（P.8）に搭載された料理箱で調

理が可能なため、実際の被災地支援活動でも有効と

捉えている。 JDA-DAT リーダー研修や各種セミナー

等でも紹介し、被災時に活用できる体制を整えていく。

当時の支援記録、課題を映像資料化

平成 26 年 9 月、東日本大震災において行った支

援活動と、そこで抽出された課題を映像資料としてまと

めた DVD「災害時の食支援」の制作に協力。 当時、

現地で被災地支援活動を行った現 JDA-DAT メンバー

が出演している。

DVD は、「 災害時の健康・栄養問題 」、「 災害時

の病院給食」、「日本栄養士会の対応」といった 6 つ

のチャプターで構成。 東日本大震災において、行政や

病院、学校給食、管理栄養士養成施設、災害派遣

管理栄養士・栄養士が、どのような食支援を行ったの

かという実積と、効果的な食支援を進めるために、関

係者がどのような機能と役割を担うべきかといった課題

をまとめている。 現地で活動した管理栄養士や医師に

よる報告が収載されており、研修会等で上映すること

で、災害時の食における問題を深く理解することが可

能。 養成施設での授業への利用も勧めている。

同 DVD は、平成 26 年 7 月 12 日に開催された「日

本災害食学会」において、教材開発の必要性とその

制作について研究を発表、優秀賞を受賞した。
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当時の教訓を未来に繋ぐために

平成 26 年 1 月 18 日から、JDA-DAT の活動車両

を利用した PR 活動「あの日を忘れない、教訓を繋ぐ 

JDA-DAT 復興支援プロジェクト」を実施。 第 1 弾と

して、同日から各地を経由し、震災後 3 年となる平成

26 年 3 月 11 日までに東北被災県である宮城県に活

動車両を届け、JDA-DAT の手で全国の絆を繋ぐこと

を実現した。

同プロジェクトは、東日本大震災から約 3 年が経過

したことで、国民や日本栄養士会会員において、震災

に対する意識が薄れていくことを懸念して企画。また、

復興が遅々として進まない被災地においては、生活習

慣病や低栄養等、今後も管理栄養士・栄養士が継続

的に関わる必要があることを再認識させる効果を期待し

た。

出発地である神戸では、兵庫県栄養士会主催の「災

害時の健康・栄養を考えるシンポジウム」で、プロジェ

クトの要となる活動車両「JDA-DAT 河村号 」の贈

呈式を行い、初めて披露。同車両の特徴は、後部スペー

スに電子レンジやコンロを搭載した料理箱や、車椅子を

収納できるスペースがあり、災害時には緊急災害派遣

車両として活動できる機能を装備している。

この活動車両は、平成 26 年 1 月 18 日の神戸から

移動を開始し、1 月 25 日に愛知、2 月 1 日に山梨、

2 月 15・16 日に東京、2 月 22 日に埼玉、3 月 9 日

に宮城（仙台市）と、太平洋沿岸地域を巡り、各地

でイベントや研修会に参加。 国民や日本栄養士会会員

に 3 月向けて広く周知を図った。 平成 26 年 3 月 21

日には宮城県気仙沼市の仮設住宅にも搬送している。

気仙沼市の仮設住宅では、宮城県栄養士会主催の

被災地支援企画「食と健康のつどい」に参加。 仮設

住宅内での個人の健康問題解決のきっかけづくりを目的

とした催しにおいて、活動車両とその活用方法の展示、

パッククッキング（P.7）を提案し、被災地および被災

県の栄養士会に JDA-DAT の意思と意義を伝えた。

平成 26 年 3 月 21 日をもって第 1 弾を完了したプロ

ジェクトは現在、平成 26 年事業として第 2 弾を推進し

ている。 平成 26 年 8 月 23 日に神奈川県立保健福

祉大学で実施した「平成 26 年度全国栄養改善大会・

全国栄養士大会」に活動車両を展示し、全国から集まっ

た管理栄養士・栄養士に車両を周知。 以降、近畿、

四国、九州の各府県を回る。 平成 27 年 1 月 17 日

には、 兵 庫 県で開 催される催し「 阪 神 淡 路 20 年－

1.17 は忘れない－」に出展、全国への広報活動に注

力する。

「JDA-DAT 河
村号 」贈呈式。日
本 栄 養 士 会 小 松
龍 史 会 長（ 左 ）、
寄 贈 者 で ある河
村 和 子 名 誉 会員

（右）

（ 右 ）「JDA-DAT 
河 村 号 」。災 害 時 緊
急 支 援 車 両 通 行 許
可 証 の申請 が 可 能。

（下）平成26年1月25
日、愛 知 県 栄 養 士 会
に 搬 送。JDA-DAT
メンバ�が繋ぐ

平 成 26 年 2月15
日、日本健康・栄
養会館で都道府
県栄養士会会長
に披露

大雪の中、宮城県気仙沼市の仮設住宅で車両を展示
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使命は、栄養・食問題の解決



2011 年（平成 23 年）3 月 11 日、東日本大震災が発生。私たち日本栄養士会は、即

座に災害対策本部を設置し、被災地への支援活動を行う体制を整えました。この未曽有

の大災害に対して、私たちに何ができるのか、何をすべきなのか。あらゆる地域で、あらゆ

る情報が混乱の渦に飲み込まれる中、国や都道府県と連携し、他団体と協働することで、

管理栄養士・栄養士が持つ能力を最大限に活用しました。私たちが踏み出したこの一歩は、

日本栄養士会に大きな変革を生み出しました。当時の記録とともに、その活動を振り返ります。

東日本 大 震 災への対 応

そのとき、一 歩を踏み出した決 意

chapter .  011 章
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2011 年
3 月 11 日	 14 時 46 分　東日本大震災発生	M9.0（東北地方太平洋沖地震、東北関東大震災）
3 月 12 日	 東北地方太平洋沖地震における支援体制整備の検討（P.12）
3 月 13 日	 京都市同志社女子大学にて緊急災害対策会議
	 （小松龍史常務理事・木戸康博常任理事・下浦佳之常任理事）
3 月 15 日	 災害対策本部設置
3 月 19 日	 臨時常任理事会（緊急災害対策会議）
3 月 20 日	 厚生労働省健康局より事務連絡発出「被災地への行政機関に従事する公衆衛生医師等の派遣

について（依頼）」（P.17）
3 月 21 日	 栄養・食生活支援活動実施の検討
3 月 22 日	 日本プライマリ・ケア連合学会（石橋幸滋副理事長）より支援活動連携の打診
	 厚生労働省健康局より事務連絡発出「東北地方太平洋沖地震に伴う災害発生により避難所等

で生活する者への栄養・食生活の支援について（協力依頼）」（P.16）
3 月 23 日	 日本プライマリ・ケア連合学会との打ち合わせ
	 「災害支援管理栄養士・栄養士」の登録開始
3 月 24 日	 日本プライマリ・ケア連合学会との意見交換会
3 月 26 日	 日本プライマリ・ケア連合学会との協働による先遣調査
	 迫専務理事が宮城県気仙沼市へ
	 →災害時における管理栄養士・栄養士のニーズ把握、気仙沼拠点における宿舎の確保
	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【気仙沼拠点】　スタート　
3 月 28 日	 齋藤長徳常任理事が宮城県気仙沼へ
	 気仙沼保健所および市管理栄養士と日本栄養士会による栄養対策チーム設置
	 →避難所の栄養調査の実施
3 月 29 日	 宮城県庁訪問（避難所の栄養不良問題報告、対応を検討）
	 國井修医師（日本ユニセフ協会）と面会（栄養補給対策推進の合意）
	 →（5 月：日本ユニセフ協会と契約へ）
4 月 5 日	 賛助会員からの協力により、支援物資を被災地へ配送開始
	 「避難生活向けリーフレット」（P.103）、「災害時の栄養・食生活支援マニュアル」（P.126）

を国立健康・栄養研究所と共同制作→ホームページへの掲載
4 月 6 日	 迫専務理事が宮城県気仙沼市へ
4 月 7 日	 気仙沼市において強化米導入試験（自衛隊炊き出しへ混合）
4 月 8 日	 宮城県庁との打ち合わせ
4 月 9 日	 災害対策本部会議開催
4 月 12 日	 下浦常任理事が宮城県石巻市へ	
	 石巻市高齢福祉課と支援内容調整　→石巻拠点における宿舎の確保
	 石巻市遊楽館（福祉避難所）調理業務についての相談
	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【石巻拠点】　スタート

東日本大震災発生からの経緯
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	 全国在宅訪問栄養食事指導研究会への協力要請
4 月 15 日	 第 10 回被災者生活支援各府省連絡会議への資料提供
4 月 19 日	 迫専務理事、八鍬志郎事務局長が宮城県石巻市および女川町へ
4 月 24 日	 災害対策本部会議開催
4 月 28 日	 被災者健康支援連絡協議会への参加申し入れ
4 月 30 日	 中村丁次会長被災地（福島、岩手、宮城）訪問　～ 5 月 1 日
5 月 9 日	 迫専務理事、下浦常任理事が宮城県石巻市および女川町へ、宮城県庁との打ち合わせ
5 月 10 日	 石巻市役所と意見交換
	 女川町仮設厨房設計に関する相談
5 月 13 日	 齋藤常任理事が岩手県へ　→遠野市へ活動拠点設置	
	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【遠野拠点】　スタート　
	 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）政策検討	
5 月 30 日	 被災者健康支援連絡協議会（第 2 回）参画　（以降	毎月 1 回、2012 年から隔月 1 回）
6 月 14 日	 被災者健康支援連絡協議会より「被災者の健康支援等に関わる要望・提言」政府へ提出	
6 月 16 日	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【石巻拠点】　終了
6 月 26 日	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティアとの意見交換会
7 月 2 日	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【気仙沼拠点】　終了
7 月 8 日	 「災害支援管理栄養士・栄養士」の登録終了
7 月 15 日	 宮城県気仙沼市で「栄養ケアステーションあした」開所	
7 月 16 ～ 18 日	 日本医師会の被災地視察に同行（迫専務理事）
8 月 23 ～ 24 日	 岩手県、宮城県へ（迫専務理事、下浦常任理事）
8 月 31 日	 災害支援管理栄養士・栄養士ボランティア派遣	【遠野拠点】　終了
9 月 12 日	 自然言語処理技術による活動報告の解析・分析スタート（国立保健医療科学院等との協働）
	 「食・栄養専門書籍支援プロジェクト」への協賛依頼
9 月 29 日	 日本医師会国民生活安全対策委員会にて活動報告（迫専務理事）
11 月	 仮設住宅入居者の支援活動プロジェクト～岩手県にて「心とからだの栄養教室」スタート
	 株式会社ファンケルとの支援活動プロジェクトスタート

2012 年
1 月	 日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）設立
2 月 18 ～ 19 日	 第 1 回 JDA-DATリーダー育成研修開催（リーダー 106 名修了）
3 月 16 ～ 18 日	 日本医師会の被災地視察に同行（下浦常任理事）	
4 月	 JDA-DAT プロジェクト委員会発足
5 月 18 日	 福島県南相馬市雲雀ケ丘病院支援への協力依頼
7 月 31 日	 内閣府「防災対策推進検討会議	最終報告」を決定・公表（P.78）
9 月 6 日	 内閣府「防災基本計画」修正（P.78）
9 月 15 日	 JDA-DATリーダー対象フォローアップ研修開催
11 月 17 ～ 18 日	 第 2 回 JDA-DATリーダー育成研修開催（リーダー 64 名修了）
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　平成23年3月11日午後2時46分（震源地：宮城県牡鹿半島三陸沖、海溝型地震、マグニチュード9.0、宮城県栗原

市震度7）巨大地震の発生後、本会では、3月13日緊急災害対策会議を招集、その後、3月15日に災害対策本部を設置

した（下図）。

　災害対策本部の設置から現在に至るまでの主な動きは次（P.13～）のとおりである。

6月15日より復興対策本部

日本栄養士会災害対策本部

本部長（会長） 対策本部会議（常任理事）

実行本部（専務理事・常務理事事務取扱・事務局長・総務部長・学術情報部長・栄養 CS 推進部長） 

専務理事・常務理事事務取扱

事務局

関係省庁・自治体との調整

被災地栄養士会との調整

支援活動

情報センター

学術情報部

支援活動情報部 関係省庁・自治体との調整

被災地栄養士会との調整

●リーフレット・資料の作成・配布

●避難所データベース作成

●会員への情報発信

●緊急支援物資の調達

●携行物品の調達

●活動拠点の決定

●移動手段の調整

●携行物品の支給

●活動報告書の管理 

登録ボランティア管理部 登録名簿作成・管理 派遣チーム名簿管理

支援チーム

活動支援センター

栄養 CS推進部

資金管理部

総務部

災害支援管理栄養士等管理部 派遣チーム名簿作成 ●公的ボランティアセンターへの登録

●災害ボランティア保険加入

支援チーム活動支援部

募金管理・資金管理 資金の運用

宮城県栄養士会現地対策本部 岩手県栄養士会現地対策本部

日本栄養士会災害対策本部

福島県栄養士会現地対策本部 茨城県栄養士会現地対策本部

災害対策本部の設置
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災害対策本部の動き

災害緊急情報 No.1 DATE 3.17H23 

注）これについては、情報として被災地栄養士会にもお送りしますが、まずは県内での活動に当たられますようお願いし

ます。

情報は冷静に確認しましょう

東北地方太平洋沖地震に関する情報が錯乱しています。このため、日本栄養士会では、「災害緊急情報」を定期的（最

低一日1回）に提供いたします。

対策本部の設置

日本栄養士会では、この震災に関して、対策本部（名称は今後検討）を設置することといたしました。対策本部は、3月

19日（土）11時～16時に日本栄養士会事務局で開催する予定です。現時点では、支援対策等、本会の事業執行に関

する今後の対応等を検討することとしています。ここで検討したほうがよいと考えられることがあればご連絡ください。

本会ホームページへの「東北地方太平洋沖地震への対応」の掲載について

3月15日、本会ホームページに、「東北地方太平洋沖地震への対応」の	コーナー（http://www.diet i t ian.or . jp/

eq/index.html）を立ち上げました。3月15日の掲載内容は、次のとおりです。

2011/3/15　東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部を立ち上げる（中村会長メッセージ）

2011/3/15　義援金のお願い

2011/3/15　3月20日実施の管理栄養士国家試験の対応（厚生労働省）

情報は、逐次、ホームページへ掲載するようにいたします。

なお、中村会長メッセージと義援金のお願いは、｢日本栄養士会雑誌｣4月号へも掲載いたしますので、ご協力をお願い

いたします。

食料等の手配

被災地では、食料や粉ミルク等の不足が問題となっております。

国では、食料に関して、混乱を防ぐため、農林水産省が窓口となり、対応することとなっています。また、情報が混乱する

ため、なるべく個人的な申し出は控えてほしいとのことですのでご留意ください。企業等から、食糧支援の申し出がありましたら、

農林水産省もしくは被災地都道府県の担当窓口にご連絡するようお願いします。

　日本栄養士会は、理事ならびに都道府県栄養士会と情報を共有し、協働していくため、「災害緊急情報」を23回にわた

り発信した。
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災害緊急情報 No.2 DATE 3.18H23 

「災害支援管理栄養士」の掌握と登録について（準備依頼）

今回の東北地方太平洋沖地震を受けて、専門職の派遣等が課題となっております。現在、厚生労働省生活習慣病対

策室と協議しておりますが、同室から本会に災害者に対する栄養・食生活の支援に関して依頼があることが考えられます。

これに関しては、別添のとおり（略）、現在、管理栄養士・栄養士による栄養・食生活支援活動の実施について（案）を

作成すべく検討しておりますが、緊急課題であることから、貴会の会員を中心に予め適任者の選定を準備されるようお願

いいたします。

可能であれば、これらに関して経験のある管理栄養士であることが望ましく、さらに、行政機関の勤務者は行政レベルで

の派遣が考えられることから、これ以外の方を中心にご選定くださるようお願いいたします。

適任者（候補者を含む）がある場合は、別紙様式により本会にご連絡くださるよう重ねてお願いいたします。

また、正式な依頼については、厚生労働省からの依頼をもって行うこととします。

災害緊急情報 No.3 DATE 3.20H23 

日本栄養士会災害対策本部設置　緊急災害対策会議開催

3月19日11時～17時45分に日本栄養士会事務局で開催しました。ここでは、次のようなことを確認し、被災地、被災

者に支援をすることとしました。

１、日本栄養士会災害対策本部を設置する。災害対策本部の組織は、別表（日本栄養士会の支援体制20110319.

ppt、略）のとおりとする。

２、活動の一つとして、被災地に災害支援の活動する管理栄養士・栄養士を派遣するための人材を募集する。

３、支援活動のための資金の確保と適切な管理を行う。

本会関連各種行事の延期

4月15日までに開催を予定している本会関連の各種会議・行事等は、原則として延期といたします。４月23日・24日に

予定している第１回理事会、５月７日・８日に予定している第１回法人会員会の開催については、交通状況等を踏まえて、

連絡することとします。また、連盟からは、4月6日に予定していた支部長会議を延期するとの連絡がありました。

義援金のお願い

これについては、ホームページでお知らせいたしておりますので、会員にご周知ください。

１．実施期間　平成23年3月15日(火 )～6月14日(火 )

２．義援金および寄付金

　　個人　	3,000円より

　　団体　10,000円より

３．受付方法　（略）
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厚生労働省から協力依頼がありました

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室ならびに保健指導室から、今回の地震災害発生に伴う協力依頼があり

ました。内容は添付のとおり（P.16～17）でありますが、これに伴う対応については、またお知らせいたします。

被災地栄養士会の状況

3月22日現在の被災地栄養士会の状況は以下のとおりです。

明日の NHK「朝イチ」で栄養士会の活動を情報提供

3月23日のNHK「朝イチ」（8時15分～）で、栄養士会の対応について迫専務理事が情報提供を行う予定です。

本会の会議等の延期予定について

4月に理事会、5月に法人会員会、6月に通常総会を開催する予定としておりましたが、今回の対応等に全力を挙げる

必要があることから、延期も考えております。

現在、理事に文書審議を行っておりますので、決まり次第お知らせいたします。

災害緊急情報 No.4 DATE 3.22H23 

４、定期的に日本栄養士会災害対策本部会議を開催し、状況に応じて適切な対応を図る。

５、厚生労働省等国、関連機関との連携を密にして対応にあたる。

注）現在厚生労働省と別表で本会の体制を調整中で、22日または23日には正式に通知します。

「災害支援管理栄養士」の掌握と登録について（準備依頼）

１都道府県栄養士会「災害支援管理栄養士」を当面2名以上登録されるようご尽力をお願いします。

事務局

特に被害なし	

入居施設の老朽化によ
り、検査が必要

特に被害なし

岩手県栄養士会	

宮城県栄養士会	

福島県栄養士会

支援体制等

県から依頼があり、ボラン
ティアを募集中

現在県と協議中	

役員会も開催できず、今
後対応を検討

役員等

現時点では、役員は無事。沿岸部の
役員は混乱の中、対応している

現時点では、役員は無事。沿岸部の
施設等では、特殊食料不足気味

現時点では、役員は無事
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日本栄養士会雑誌の配送　東北６県遅延予定

日本栄養士会雑誌は、４月１日発送する予定ですが、郵便局から、交通状況から東北６県の発送ができないとし、受領を

拒否するとの申し出がありました。現在この分は、発送代行業者に預かってもらい、受付が可能になったら直ちに発送する

ことといたします。

また、被災地区の皆さまにお届けするには、相当の期間を有すると考えられますが、対応を検討したいと考えます。

被災地栄養士会の状況

３月23日現在の被災地栄養士会の状況は以下のとおりです。

災害に関する情報

厚生労働省では今回の地震による災害について下記の情報を公表しています。関係者に周知願います。

・「被災地での健康を守るために」の周知について（更新①）　別添のとおり（略）

・230321	医療保険関係ＰＲ資料　　別添のとおり（略）

・230321	介護関係ＰＲ資料　　　　別添のとおり（略）

研修会等の延期に対する措置について

今回の震災に関連し、食事療法学会、公衆栄養活動研究会を以下のように定めました。

災害緊急情報 No.5 DATE 3.23H23 

（社）日本栄養士会 20110323

自然災害等に係る研修会・会議等の延期・中止後の措置について

この事項は、3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震によって生じた本会の研修会・会議等において適用する。

今後、同事項を発展的に本会の諸規定等への採用にあっては、改めて協議を要する。

１．研修会

（１）研修会当日の場合

受講者の安全を第一に行動し、参加費等については返金をしない。またそのことにより、経費等が発生

した場合は、各運営組織または本会が充当する。

（２）研修会（直）前の場合

①既に参加費納入済：研修会テキスト等を作成している場合は、そのテキスト等を参加費納入済み受講

者に対し配布する。払込参加費については、会場費等キャンセル料等も発生することから返金せず、

事務局

特に被害なし茨城県栄養士会

状況等

一部地方で液状化現象により、交通に障害
が生じている

役員等

役員は無事
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次回同運営組織開催の同程度の研修会への優待制度を設けて対処する。

②既納入協賛金にあっては、本会が行う義援金活動に協力していただく。（協力文送付）

また既納入展示料については、会場費等キャンセル料等も発生することから、研修会事業に全額寄付、

半額寄付、全額返金で、意思確認し、それに応じて取り扱う。（依頼文送付、口座確認）

③懇親会、弁当代にあっては、キャンセルできない場合または 50％以上のキャンセル料が発生した時は、

返金をしない。50％未満の場合は、都度運営組織対応とする。

④会場費、印刷費等、すでに発生した費用およびキャンセル料も含め、運営組織または本会が充当する。

講師等の旅費にあっては、講師等に迷惑ないようキャンセル料および実旅費について支払う。講師料

にあっては、テキスト作成のための資料を頂き、掲載し、配布した場合は、当初講師料の半額支払うこ

ととする。そうでない場合は支払わない。なお参加者および運営委員の災害により発生した追加旅費

については、原則自己負担をお願いする。

２．会議等

（１）会議当日の場合

出席者の安全を第一に行動する。旅費等については、原則当初額の支払いとし、追加経費については、

原則自己負担とする。なお緊急時の宿泊および食料については、本会として可能な範囲で宿泊場所の確

保および食料等調達するが、自己負担を原則とする。

（２）会議前の場合　

中止等の連絡を迅速に行うこととし、既に利用旅費およびキャンセル料については支払う。

３．その他

（１）中止・延期となった研修会・会議については、速やかに広く公表することとし、必要に応じて当該者にも

連絡する。

（２）延期となった研修会・会議については、速やかに次期開催の時期等を明らかにする。

以上



page.20

chapter .01
そのとき、一歩を踏み出した決意

東北地方太平洋沖地震における栄養・食生活支援のための人材派遣等のＱ＆Ａ（1）

標記につきまして、京都府栄養士会から照会がありましたので、Ｑ＆Ａを作成いたしました。ご参照ください。また、不明な

点があれば、メールでお問い合わせください。

災害緊急情報 No.6 DATE 3.24H23 

○東北地方太平洋沖地震における栄養・食生活支援のための人材派遣等のＱ＆Ａ（1）
１　「災害支援管理栄養士 ･ 栄養士」の掌握と登録について

Ｑ１	 災害緊急情報№４にある厚労省からの協力依頼（事務連絡）があったことを踏まえて、日本栄養士
会として活動することとなるのか。

Ａ１	 そうです。今後は、生活習慣病対策室と連携を密にしつつ、日本栄養士会として、登録された「災
害支援管理栄養士 ･ 栄養士」を派遣することとなります。

Ｑ２	 会員への募集に当たっては、人材派遣システム（案）に記述されている第 2 次支援の内容を明らか
にする必要がある。3 月 15 日現在の情報を会員に提供してよいか。

Ａ２	 3 月 15 日付けのものは、準備依頼のものです。正式には、日栄発第 22-593-1 号（平成 23 年
3 月 23 日付	各都道府県栄養士会長宛）のものを以て情報を提供してください。

※Ｑ＆Ａ３、Ｑ＆Ａ４省略

Ｑ５	 第 2 次支援を展開するにあたって、勤務先をもつ会員の服務の取り扱いにどう対応するか。国家お
よび地方公務員には、災害等によるボランティア休暇（特別休暇）が与えられているが、多くの企業
（施設）にはないと考える。栄養士会員として派遣する場合の対応等を検討してほしい。

Ａ５	 日本栄養士会長名の派遣依頼文書は当然発出しますが、厚生労働省とも協議したいと考えます。

Ｑ６	 保険への加入とは、ボランティア関係の保険ではなく、日本栄養士会が斡旋されている「栄養士賠
償責任保険上乗せ保険制度」のことか。ボランティア活動時の事故や傷害は補償されるのか。

Ａ６　「栄養士賠償責任保険上乗せ保険制度」ではなく、非常災害時に適用される保険を考えています。

２　義援金の受付方法について
Ｑ７	 本会事務局に現金で持参された場合や研修会時等に会場で現金を受けた場合の対応はどのように

すべきか。
Ａ７	 都道府県栄養士会単位でおまとめいただき、指定の口座にお振り込みをお願いします。また、この

際可能な限り拠出者の名簿と金額を追ってご連絡をお願いします。

３　その他
Ｑ８	 被災地の現状等が知りたいが、直接問い合わせを行うことはどうか。
Ａ８	 現在被災地は現実の対応に追われ、個々の連絡等に対応する時間もままなりません。また通信手段

も完全に復旧されてはいない状況です。このため、現地の状況等については、厚生労働省、日本
栄養士会が対応し、情報を随時提供したいと考えています。
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１ 放射線とはどのような存在なのでしょうか？

自然界に存在しており、私たちは普段からある程度の放射線を受けています（被曝しています）。

また、自然界からの放射線以外に、エネルギー源、医学的な診断・研究などのために、人工的に放射線

を作り出し活用しています。

今回の震災の影響（原発事故）では、この管理に不具合が生じており、放射線が飛散している状況にあ

ります。

	

２ 人体にどのような影響があるのでしょうか？

放射線は高エネルギーを有することに特徴があり、そのためいろいろな分野で活用されていますが、同時に

人間の体内にあるDNAを傷つけるという副次的な作用があります。

なお、案外、私たちは忘れがちですが、たばこ、ストレス、食べ方や飲み方によっても、体内の DNA は日々、

傷つけられています。

ここで私たちが意識しなければいけないのは、その程度です。

たとえば、私の恩師であるがん研究の権威は、市民セミナーなどで、「魚のこげは発ガン性があるといわれ

ていますが、では皆さんは毎日、バケツいっぱいのおこげを食べたりしますか」という話をしていました。要するに、

量および期間という視点を意識することです。

ちなみに、体内には日々の生活で傷つくDNAを修復してくれる機能があり、それが作用しています。

今回の原発事故に伴って飛散している放射線の量は、多くの専門家が指摘するよう、今後もモニタリング

をしていくことは不可欠ですが、たとえば東京では現時点でそのリスクは非常に小さいものです。もちろん、魚

のこげと同様、無意味に沢山摂取する必要はなく、降雨の際はやや数値が高くなっているので、普段は傘を

ささないサラリーマンでも傘を持って出掛けることを意識する、癖をつけるといったことは有意義です。

	

東大で実施している放射線のモニタリング状況や東大医学部附属病院放射線科からの専門情報は、それぞ

れ次の URLをご参照ください。

http://www2.u-tokyo.ac. jp/erc/index.html

http://www.u-tokyo-rad. jp/2011/03/17104924.html

放射線被曝に関する情報

特定保健指導で本会と連携しているヘルスケア・コミッティー株式会社（HCC）・東京大学医学部附属病院の古井祐

司先生から、次の情報の提供がありましたので、お知らせします。
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日本プライマリ・ケア連合学会と共同で支援活動を展開予定

日本プライマリ・ケア連合学会から、同連合会が行っている東日本大震災支援プロジェクトに日本栄養士会として参加

要請がありました。災害対策本部としてこれを受諾することとなりました。被災地での活動は、第１次チームが３月２６日に

出発（これには迫専務理事が同行）する予定です。続いて、第２次チームが、２８日または２９日出発の予定で、約1週間の

期間を要すると考えられます。この支援チームは、医師・歯科医師・管理栄養士等で構成され、最終的に約10チームの派

遣が予定されておりますので、最低でも10人の管理栄養士が求められます。

つきましては、医療機関での経験のある管理栄養士で、３月末から４月の上旬にかけて、支援活動ができる管理栄養士

を至急登録されますようお願いいたします。

また人材登録は時間の関係もあり、早急に対応されますようお願いします。

これに関する事項は、緊急に対応することが求められるため、走りながら考えることとなると思われますので、最新情報に

ついては、随時提供いたします。

災害緊急情報 No.7 DATE 3.25H23 
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迫専務理事　気仙沼で支援活動を展開

３月28日9時10分　迫専務理事（気仙沼市）から次のような連絡が入りました。

・27日気仙沼の避難所へ、日本プライマリ･ケア学会連合	東日本大震災支援プロジェクトのチームの一員として、岩手

県から宮城県気仙沼市に入る。

・迫専務理事からのメールでは、「在宅療養支援隊の会議に出ました。避難所に散らばっている要介護者を一カ所に集約

しようという計画が検討されているのに食事や栄養補助食品の準備が話し合われないので、人が動くと食べることがつ

いて回る、ここをどうするのか、と聞き、その手配を頼まれました。」

・避難所は、「あまりの格差！避難所で寝泊まりしている医療チームからは『たんぱく質がほとんど取れない、低栄養状態に

なる。』という報告もあり、会議の席でも管理栄養士に入ってほしいという声がだされました。」という状況。

・また、生活習慣病に悩まされている方が多く、管理栄養士の支援が必要という発言が多くあるという状況。

・気仙沼の保健所管理栄養士と連携し、これらの人々の栄養支援の体制等について協議している。

・齋藤総務部長に依頼し、至急支援活動に入っていただくよう依頼。齋藤総務部長は、勤務先である大学と日程調整の

うえ現地入りの予定。

現在の課題

・適切な食事、栄養補助食品の手配

・慢性疾患、生活習慣病の罹患者、予備群に対する「避難所で手に入る食事、栄養補助食品を利用した」適切な栄養・

食事指導

・上記を支援できる「管理栄養士」の派遣

・早急に被災地に入ることが可能な管理栄養士は、日本栄養士会にご連絡ください。

気仙沼に入る交通手段、宿泊場所は確保されていますが、自己完結の用意（寝袋、食事等）をお願いします。

災害緊急情報 No.8 DATE 3.28H23 
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災害支援管理栄養士・栄養士の登録について

３月２８日までに、２８名の方が、本会のホームページから登録されました。都道府県栄養士会にも、問い合わせがあると

思います。

また、３月２５日からホームページで災害支援管理栄養士・栄養士の登録できるようになっています。災害支援にご協力

いただける会員の方がいらっしゃいましたら、本会のホームページから登録されるようご案内ください。

なお、日栄発第22-539-1号の文書では、都道府県栄養士会において、登録名簿の作成をお願いしましたが、今後は

ホームページをご活用ください。

気仙沼での支援活動

№８でお知らせいたしましたが、気仙沼市に入り支援活動を行っている迫専務理事から以下の状況報告がありました。

なお、気仙沼での活動は、続いて齋藤総務部長が引き継ぎ、その後も西村理事が活動にあたる予定になっています。ま

た、齋藤総務部長のほかに山形県栄養士会の加藤哲子さんがボランティアとして活動することとなっています。

また、迫専務理事の報告を受けて、本会災害対策本部では、災害支援管理栄養士・栄養士の登録者の募集、今後の

活動のあり方、栄養補助食品等の確保と必要な避難所への配布、手作り濃厚流動食のレシピの作成を行っています。

災害緊急情報 No.9 DATE 3.29H23 

一昨日の夜、避難所の食料供給に格差があり、栄養状態に問題があるいうことを医療救護グループミーティン

グで報告したところ、代表の医師が災害対策会議で発言。昨日朝のミーティングで全医療チームに避難所の栄養

状態を把握という指示が出ました。

そこで、避難所の状況把握は終了とし、保健所、市役所の栄養士を中心に「栄養対策チーム」を立ち上げ、全

避難所の実態把握、県や市の救援物資（食料）集積状況の把握、今後の活動の方向性のフロー作りと人的資源

の洗い出し等々を直近の目標とし、30分程度のミーティングを2回行い、進捗状況のチェックと次の行動を進める

ことを決めました。

夜のミーティングで栄養状態は1、2カ所を除いて大きな問題はなさそうという報告が多く出されましたが、それは

見かけ上。配給回数が減っていること、たんぱく質源、野菜の不足、火が使えるか、自衛隊の炊き出しが入っている

か等によって左右されることなどを発言し、問題提起しました。
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アメリカ　ＡＢＣニュースで南相馬市の管理栄養士の活動が報道されました

キャスターのカレン・カールソンさんが、以下のような報道を行いました。

日本の地震：病院で助けを求めている

管理栄養士の山田初美さんが勤務する南相馬市の病院には、入院している120人の患者の命を維持できるほ

ど食糧は残されていません。「我々は完全に孤立しています。残されているのは20日分の米と1週間分の軟らかい

食物だけです」「80人の医学スタッフは、患者を助けるために、ここに残っています」

山田さんの病院は、福島第１原子力発電所の30キロメートルの圏内にあり、全員が屋内にいなければなりません。

しかし、「誰も燃料や食物を運んで来ません。政府も民間のセクターも。民間企業の人々と市民は、安全のために

避難することを決定し、放射能の被曝の危険性のために戻って来ません」

120人の患者さんを残すことは、この病院のためのオプションではありません。医療スタッフが外に出るならば、

死に近い虚弱な人々を残すことは言うまでもなく、彼らは放射能汚染を受けることになります。食物供給の減少、燃

料回復が皆無な徴候であり、当局と外界とのコミュニケーションがほとんどとれない状況は、津波から離れることに

より回復しつつある安全性に対する感覚をも剥ぎとってしまいそうです。

「混乱状態になりました」と、山田さんが言います。彼女は、まさに世界の人々が聞いてくれることを望んでいます。

そして、それは政府も例外ではありません。核の脅威は、日本だけでの影響ではなく、グローバルな問題です。私は、

政府に他の国から援助を求めて、国際的な危機としてこの災害を乗り越えることに取り組んでほしいのです。

日本の東北地方は、地上での厳しい寒さと、上空でばらまかれつつある放射能に対する恐怖により、孤独と無力

感にさいなまれつつあります。壊滅する景色に囲まれ、不確かな将来と恐れだけが、この空間を満たしています。
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気仙沼での支援活動

気仙沼での支援活動は、迫専務理事に変わり、齋藤総務部長が行っています。この状況について以下の報告がありま

した。

なお、迫専務理事は、昨日、気仙沼を離れ、仙台で宮城県ならびに宮城県栄養士会と打ち合わせを行い、帰郷いたしま

した。迫専務理事から、帰宅のためのバスから以下の報告がありました。

災害緊急情報 No.10 DATE 3.30H23 

（３月29日）今日は最終日。昨夜、齋藤総務部長に引き継ぎをしました。管理栄養士・栄養士、栄養士会としてど

のようなことができるのか。会員・役員ならびに日本栄養士会災害対策本部の皆さまとともに検討し、一丸となって

支援活動を考え、展開したいと考えました。

11時過ぎに宮城県庁健康推進課を訪問、課長、補佐、管理栄養士の皆さま、石川会長ほかの役員の皆さまと

話し合いました。県には気仙沼を例として全地域に広げるための組織的対応を、宮城県栄養士会には、南三陸で

の活動拠点の確保を喫緊の課題としてご対応いただくようお願いしました。

その後、保健福祉部の災害対応本部から呼ばれ、日本ユニセフの國井先生と避難所の栄養問題について話し

合い、ビタミン強化米の利用とその実施のための具体的な方策を作成してほしいと、依頼がありました。さらに、マ

ルチビタミン（鉄も含めて）の有効性、プロテインその他栄養補助食品の導入について、さらに栄養評価とモニタリ

ングをまとめてほしい、経費は日本ユニセフからも出せるということでした。

どの課題も、日本栄養士会として対応したい、しなければならない内容でしたので、日本栄養士会災害対策本部

を中心とした関係者の皆さまにはご苦労をおかけすることを承知しつつ、お引き受けしてまいりました。

被災者の栄養不良は危機的な状態にあると思われますので、それぞれについて、早急に対応を図りたいと考えます。

今回の日本プライマリ･ケア連合学会との連携は非常に有意義でした。本会は初めての活動でさまざまな取り

組みをすすめられたこと。学会からも、具体的な成果を得られたことで大きく評価していただき、今後の多職種チー

ムの効果的な投入に弾みがついたようです。

今日からは、齋藤総務部長に医療チーム・在宅支援チームと栄養支援チームとの連携を作り上げて、西村理事（3

月31日から）に引き継いでいただくよう、お願いしました。確実に進めていきましょう。

バスは今、福島県内を走っています。振動がひどいです。今夜は10時過ぎに東京駅に着きますので、日付が変

わった頃、家に帰り着くと思います。　皆さまのサポートに感謝し、最後の報告といたします。ありがとうございました。

（３月29日）朝7時出発。8時到着。全体ミーティング、在宅ミーティングと出て雰囲気把握。その後保健所の星

さん、市の岩渕さんと「栄養対策チーム作りについて」ミーティング。その後、持参した流動食を保健所に置き、管

理栄養士の指導で使用することとし、市内施設状況の調査に。市立病院等では、未だ災害緊急献立対応でした。

3食は出しているものの、ごはんか粥の2種類対応。生鮮食料含めたんぱく質系統は品薄。流動食はまあまあ。人

的応援は望まずでした。今日も2カ所調査予定。３時より地元管理栄養士とのミーティング。栄養対策チームフロ

ーアウトライン提案、修正。今日までに再度提案予定。その後6時半まで全体ミーティング。8時宿舎。夕食後9時

３0分より加藤さん（山形県栄養士会の支援管理栄養士）とミーティングでした。今日は施設調査と栄養チームフ

ローの完成を目途にしたいと思います。
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今後の活動への提案

気仙沼での支援活動は、現在、齋藤総務部長が行っていますが、この状況を踏まえて、災害対策本部へ下記の

報告、今後の活動への提案がありました。

災害緊急情報 No.11 DATE 3.31H23 

１．現状と管理栄養士・栄養士の活動目的

震災から３週間が過ぎ、今後は震災後の急性期から亜急性期・慢性期の生活支援が必要である。現在、気仙

沼市内には約100カ所の避難所が設置されているが、栄養に配慮した食事の提供や避難所の状況に合った食

品配分が行われておらず、偏った食生活による低栄養、褥瘡や口内炎の発生、肺炎や感染症の増加が現れている。

現在の状況が長期化することで、さらに多くの住民の栄養状態・健康状態が悪化することが予想されるため、避

難所内被災者全体の栄養状態悪化の防止および高齢者で低栄養の可能性が高い者や食物アレルギーを有す

る者等への食生活支援を管理栄養士・栄養士が中心となって実施する。

２．活動内容

（１）避難所内被災者全体の栄養状態悪化防止

避難所内被災者全体の栄養状態悪化の防止をするために、現在の避難所で提供している食事の栄養バラン

ス等に関するアセスメントを行い、栄養状態悪化防止のため、管理栄養士・栄養士が提供される食品の選択を行う。

①現在の問題点

・避難所へ提供される食品の偏り（炭水化物中心、野菜・果物・たんぱく質の不足）

・避難所の特性（避難者の年齢・調理機能の有無等）への配慮がない

・需要と供給のミスマッチ

②必要な対応

・支援物資（食品）の整理

・各避難所の食事状況の把握

・管理栄養士・栄養士による栄養面と避難所の状況に配慮した食品の選択・供給のシステムづくり

（２）低栄養の可能性が高い者や食物アレルギーを有する者等への食生活支援

各避難所で普通の食事ができない人のスクリーニングを行い、個別の食生活支援が必要な者については管理

栄養士・栄養士が詳しい実態を把握し、アレルギー対応食品や高齢者用食品の提供を行う。

（３）在宅（有病者）で栄養障害が疑われる者への食生活支援

在宅巡回訪問（有病者）を受けている者等で、医師等の判断で栄養障害が疑われる者に対し、医師等の指示

により、栄養アセスメント等を行い、栄養必要量の決定、栄養評価、栄養プランを作成し、医師等に提案する。

（４）医療施設、福祉施設における栄養ケアマネジメントおよび物資支援

被災した施設においては、災害後給食提供を重点に業務をしている。その結果、業務である栄養ケアマネジメン

ト業務が手薄となっている。施設からの希望に応じて、栄養ケアマネジメントの補助を行う。また濃厚流動食等特

別用途食品等の物資支援を行う。

３．派遣管理栄養士等の要請

自治体の管理栄養士・栄養士のみでは対応が困難であることから、日本栄養士会、他県の行政栄養士など、外

部からの協力を得て栄養対策活動を行う。
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日本栄養士会災害対策本部での活動

災害対策本部では、現在下記の作業を行っています。

・災害支援管理栄養士・栄養士の登録（3月30日現在、約120名）

・東北地域の経腸栄養剤（食品を含め）供給状況を確認する方法の検討

・手作り濃厚流動食レシピの作成

・日本プライマリ・ケア連合学会東日本大震災支援プロジェクトと連携した研修ハンドアウト（栄養）の作成

今後は、被災地での栄養食事調査を行う様式、日本プライマリ・ケア連合学会、日本ユニセフ協会との連携事業、被災

地への災害支援管理栄養士・栄養士の派遣の具体的方策等について検討し、具体的な活動計画を立案し、行動に移す

こととなります。

海外の栄養士会からのメッセージ

今回の大震災にあたり、海外の栄養士会から、以下の激励の連絡がありました。

国際栄養士連盟マーシャ・シャープ事務局長

親愛なる中村丁次日本栄養士会会長様

私たちは、あなたの国に起きた強大な地震と津波のニュースを見て、あなたと栄養士会会員の皆さま、さらに家

族の方々のことを心配し続けています。私は、このような悲惨な経験をしたことがないので、どのような状況になって

いるのか想像もできません。

今回、日本栄養士会の中に設立された災害対策本部は、日本の人々にとってはとても重要なことです。さらに、

日本の被災地で頑張る管理栄養士の叫びが、アメリカのａｂｃニュースに流れたことは、とてもすばらしいことです。

このことは、カナダでも紹介します。

一日も早い災害からの回復を願うとともに、亡くなられた方々に哀悼の意を示させていただきます。

マーシャ・シャープ

タイ栄養士会サンドラ・テクナム会長

主題：心からの哀悼

親愛なる中村丁次日本栄養士会会長様

タイ栄養士会は、今回の地震で亡くなられた方々と大きな災害を受けられた日本栄養士会と日本の皆さま方に

心から哀悼の意を表します。

我々は、日本人が本来持っている耐える力と威厳で、必ずや回復し、国旗に描かれているように昇る太陽のよう

に再び立ち上がることと確信しています。

タイ栄養士会は、我々ができるどんな援助でもする準備ができています。我々の思いと祈りは、失われた人々の

家族とともにあります。

あなたの友人であるサンドラ・テクナムより
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気仙沼での支援活動を継続

気仙沼での支援活動は、齋藤総務部長から西村理事に交代しました。この後は、石川理事・病栄協協議会長が引き継

ぐ予定です。なお、この活動は、日本プライマリ・ケア連合学会と連携したもので、医師・歯科医師等と協働し慢性疾患（循

環器・糖尿病）等の災害による健康被害についての研究事業の一環として実施しています。

岩手県栄養士会が３カ所に支援活動

岩手県栄養士会では、①釜石・大槌地区、②宮古地区、③大船渡地区に現地の状況を把握するために支援活動チー

ムを派遣しました。

災害緊急情報 No.12 DATE 4.1H23 

（活動状況は省略）

【まとめ】

①避難所で食事が十分に支給されている場合でも、健康状態に合わせた食事指導をする必要がある。その際、保

健所、市との連携も考慮しなければならないが、避難所の責任者の了解が得られたら、食事指導などは実施して

もよいと思われた。

②栄養相談の必要性は十分あると思われたが、炊き出しなど、食事提供をきっかけにして実施するとスムーズに進

められるのではないか。

③保健所栄養士と市町村の栄養士の連携がとれていても、それぞれの職務の役割（通常業務、地域全体の災害

支援）から活動に限界があることが窺えた。そこで、保健所栄養士と市町村栄養士を繋ぐ栄養士も必要であり、

栄養士会の介入はそういう部分でも求められるのではないかと思われた。

たとえば、避難所を担当している市町村栄養士を補助して、物資の偏り、不足物資、献立作成支援などを行う。

今回の我々の巡回で粉ミルク、離乳食が１カ所に集中して保管してあることがわかり、食材の管理面においても支

援できる。

※山田町の炊き出しはできれば早急に計画してほしい。

実施場所は豊間根中学校、山田北小学校の２カ所で行い、有線放送で呼び掛け避難所の周辺地域の人も対

象とする。

　避難所生活をしている人は、ひっつみ汁、キムチ鍋など温かいものを希望していた。
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せんぽ東京高輪病院 足立香代子会員からの活動報告

　足立香代子会員がボランティアとして被災地の福島県いわき市の避難地を訪問し、以下の報告が寄せられました。

関係者でこのような活動の事例があれば、ご提供ください。これら関しては、ホームページで募集することとします。

被災地ボランティア報告

◆場所

　　福島県いわき市

◆日時

平成23年３月30日

活動時間８時10分～19時

◇５時00分：（東京）出発。

◇８時10分：いわき市医師会到着。

◇８時30分：健康増進センター防災対策本部　管理栄養士に支援物資を預ける。

◇９時00分：医師会館にて、担当避難施設を割り振られたのち、医薬品を調達し、医師の自家用車にて４カ所

訪問。医師が診察中に被災者を訪問。診察が必要な人は医師に連絡し受診。栄養サポート内容は医師に

報告。

◇17時～18時30分：医師班ごとに被災者の治療状況を具体的に報告し、反省会、意見交換を行う。管理栄

養士として報告した。

◇18時30分～19時：明日の担当班へ具体的な申し送り。

◇23時00分：帰宅。

◆参加者

医師1名、管理栄養士2名（本人と柿崎祥子）

◆支援物資

ビタミンサプリメント、ビタミン・微量元素、食物繊維など混合食品、経腸栄養食品（腎疾患用、一般経腸栄養食

品）、嚥下補助用水分電解質補給ゼリー、亜鉛鉄分補給ゼリー、嚥下補助用の増粘多糖類、チーズ

◆対象被災者数

避難施設登録在籍335名中在室していた約150名ほぼ全員と面談（家族単位）

◆活動内容

食事聞き取り調査と過不足栄養素の把握と、アセスメントに基づくアドバイスおよび持参した支援物資の説明

と提供。

◆数日間の食事例

配給は1回のところもあるが、訪問施設は昼、夕食の2回のため、朝食は昨日の残りの菓子パンを食べていると

ころが多い。

①２、３日トン汁ばかりで飽きたと言われていた施設（避難場所高校）

【朝食】菓子パン2個、【昼食】炊き出しごはん250ｇ、トン汁200～250ｇ（肉約20ｇとごぼう、ねぎ、大根）、【夕

食】ごはん250ｇ、トン汁200ｇ（お代わり自由）、【他】菓子パン2個、野菜ジュース300mL、水やお茶600mL

【朝食】菓子パン2個、【昼食】炊き出しごはん250ｇ、トン汁200～250ｇ（肉約20ｇとごぼう、ねぎ、大根）、【夕

食】うどん、おにぎり、漬物、【他】菓子パン１個、野菜ジュース300mL、水やお茶600mL



page.32

chapter .01
そのとき、一歩を踏み出した決意

②調理器具があり、被災者に調理師がいた施設（避難場所公民館）

【朝食】震災用五目ごはん200ｇ、味噌汁（小松菜と卵半分）、【昼食】菓子パン１個、ミルミル１本、トマト１個、【夕

食】ごはん250ｇ、納豆、ほうれん草と生ハム和物

【朝食】震災用五目ごはん200ｇ、味噌汁（小松菜）、【昼食】菓子パン１個、ミルミル１本、トマト1個、バナナ1本、

【夕食】震災用おにぎり、手作りカレー

③炭水化物以外の物資が少ない施設（避難場所公民館）

【朝食】ジャムパン2個、【昼食】ピ－ナッツパン、【夕食】おにぎり2個、トン汁、【他】せんべい3枚、菓子パン1個、

水分（水、お茶、スポーツ飲料500～800mL）

【朝食】ジャムパン2個、【昼食】おにぎり1個、ふりかけ、味噌汁、オレンジ1個、【夕食】おにぎり1個、味噌汁、【間

食】菓子複数（せんべい3～5枚）

７０歳女性　【1日分】菓子パン1個、ウイダーinゼリー1個、グレープフルーツ1個、ポカリスエット２００mL、お

茶500mL

◆被災者の栄養的課題

①炭水化物によるエネルギーは充足できているがたんぱく質、ビタミン不足であり、口内炎、口角炎、皮膚湿疹、

歯肉出血、疲労、神経障害、イライラ、脚気などが生じうる。長期化すると鉄分、亜鉛などの不足から味覚異常、

貧血、低栄養が危惧される。

②被災１７～１９日後の食料事情は避難施設により異なり、野菜（白菜、ほうれん草、根菜類）をトン汁にしてトマ

トを1個配給するところと、具の少ない味噌汁が1日2回にごはん、おにぎり、菓子パンのいずれかが3回出るだ

けの施設がありバラバラ。

③年齢、老若問わず同じ配給量のところもあり、逆に菓子パン、菓子、砂糖入り飲料が自由に入手できる施設は、

被災者が抱え込む傾向にあり、炭水化物過剰とそれに伴うビタミンＢ1不足が危惧される。

④同じものが数日続く。

⑤歯牙欠損、発熱がある人は、液体、やわらかい食事がないので、無理して呑みこむか、水分だけ摂取。

⑥巡回医師に病気の心配を訴えない限り、栄養評価とそのアドバイスはないので、起こりうる栄養障害を防げない。

⑦排便が気になるので、水分摂取が少ない。

⑧動ける人でもやることがなく、１日寝て食べている人もいるので、肥満も出てくる。

⑨支援食料はあるが適正な使い方と配給がうまくできず、必要のない人がOS-１を抱え込んでいる一方で、必要

な人には届いていない。

⑩糖尿病や腎疾患、高血圧などに考慮されることがなく一律。

⑪他の医師が訪問した施設には、嚥下障害者、経腸栄養剤が不足しそうな胃瘻の患者、褥瘡患者などがいたが、

管理栄養士が同行しないので、栄養的アドバイスはできていないと思われる。

◆管理栄養士がアドバイスしたこと、できること

①食事が取れないことと炭水化物の過剰、ストレスによる抗酸化ビタミンの必要量の高まりなどによるビタミン不

足へのアドバイス：予防としては食事摂取基準かその２倍くらいを摂取するのが望ましい。

②ビタミン不足による症状の説明と摂り方をアドバイス：口内炎などができた場合は、食事摂取基準の10倍から

２０倍摂取が目安。

③全員に一律ビタミンが供給されるように味噌汁、トン汁に入れることを依頼。

④菓子パン、菓子ばかり食べる中学生：食塩のないものを食べ、水分をたくさん飲むと低ナトリウム血症とビタミ

ンB1による食欲不振が生じやすいので、菓子を控え、トン汁を食べること、ビタミンサプリメントを取ること（菓

子感覚のビタミンを渡す）。
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⑤診察を受けなかったインスリン使用の５０歳代女性：インスリンは、いつもと同じ３回打ちだが、菓子パンやおに

ぎりばかりがでるので心配で１食分を２回に分けて食べており低血糖が生じる心配がある。３回食べること、炭

水化物を食事の後のほうに食べることと、オリーブ油を買い、味噌汁に入れるか野菜にかけること、チーズを渡し、

たんぱく質源が出ない食事のときに食べることなどをアドバイス。５時からの報告会で話した結果、インスリンを

減量することになった。

⑥海水に浸かったが風呂に２０日間入れず、ビタミン不足も加わり皮膚湿疹が悪化した８０歳代男性：ビタミンB

６を摂るために、マルチビタミンを食事摂取基準量とビタミンB群を１０倍量、亜鉛を３０mg程度になるようブイ・

クレスアルファ2本、プロッカZn1個を集中して１週間ほど摂るようすすめる。医師が診察し、薬を処方。

（以下略）

気仙沼での支援活動

気仙沼では、保健所・市の栄養士と連携した栄養調査のために、梶理事が入り、日本プライマリ・ケア連合学会に協力

する活動に石川理事が入っています。

また、西村理事の活動について、読売新聞（４月２日夕刊：東京版）に掲載されました。

今後の活動の検討　災害対策本部で検討予定

来る４月９日に災害対策本部会議を開催し、災害支援管理栄養士等の派遣等を検討する予定です。

災害緊急情報 No.13 DATE 4.4H23 
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気仙沼での支援活動

気仙沼での活動を終えた西村理事から以下の報告がありました。

日本栄養士会災害対策本部では、被災地で活用してもらうための強化米等の手配をして、現地の要請に応じ

て提供しています。

災害緊急情報 No.14 DATE 4.5H23 
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気仙沼での支援活動

気仙沼での支援活動から帰った石川理事から次の報告がありました。現在は、山田会員が引き継ぎ、迫専務理事と笠

岡（坪山）宜代研究教育栄養士協議会	研究運営部会長（（独）国立健康 ･栄養研究所）が、本日気仙沼に向けて出発

しました。

日本経済新聞４月６日朝刊に日本栄養士会の活動が報道されました

添付のとおり報道されました。同紙は経営に関係する読者が多いことがあり、いろいろな企業から支援物資（食材・食料）

の提供について相談がありました。

災害緊急情報 No.15 DATE 4.6H23 

４月５日の活動

○2名×5チームでの避難場所状況確認を実施。全ての状況を把握し、現在集計中。

　PCAT16時ミーティングにて報告。災害対策本部にも現状の理解を得ることが必要なことから、DMATミーテ

ィング報告したところ、即、状況を伝えるとのこと。

○青果市場の物資供給場所への立ち入りに関してはボランティアも投入されており、その場にも栄養士を張り付

ける必要があるのではないかとの提案がありました。

　本日現地にて確認します。

○NHK全国ニュースで６日に避難所調査の状況が報告されました。

「避難所で生活している人たちの栄養のバランスが崩れると感染症にかかりやすくなるおそれがあるとして、日本

栄養士会が、宮城県気仙沼市の避難所を回って食事内容の聞き取り調査をしました。宮城県気仙沼市では、９０

カ所の避難所で１万人を超える人たちが避難生活を強いられています。避難所での生活が長期化するなかで、栄

養のバランスが崩れると免疫力が落ちて感染症にかかりやすくなるおそれがあるとして、日本栄養士会は避難所で

提供される食事の調査を始めました。栄養士１０人が２人１組になって気仙沼市内の避難所を回り、担当者から集

まってくる物資の種類や量、１週間の献立などを聞き取っていました。これまでのところ、肉や魚、野菜が十分ではなく、

たんぱく質やビタミンが足りない避難所が多いということです。また、１００人以上が生活している大規模な避難所では、

全員の食事をそろえるのが難しいことから、小規模な避難所よりも提供される食事の種類が少ない傾向があるとい

うことです。日本栄養士会は今後、気仙沼市以外にも調査の対象を広げ、避難所での食事の改善に向けて提言

していくことにしています。日本栄養士会の石川祐一理事は『今のままでは、免疫力が下がりかねないところが見

受けられる。今回の調査で食事の実態を把握し、食生活の改善につなげたい』と話しています」

○PCATとの連携による在宅医療に対する栄養支援依頼も継続されています。臨床のできる栄養士の継続フォ

ローお願いします。

○8日以降は歯科医師が現地入りします。（1週間程度）口腔ケア、嚥下についての調査に対し栄養士の介入が

求められています。
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注）発生から1カ月

第 2 回日本栄養士会災害対策本部会議開催

去る4月9日に日本健康・栄養会館で第2回日本栄養士会災害対策本部会議を開催し、次の事項について協議しまし

た。この内容の一部（規約等）は理事会に文書審議を行い決定することとします。

1）災害支援管理栄養士等の派遣のあり方

4月7日現在で、370名が登録しております。対策本部では、一定の計画をもって、有効に災害支援活動に従事して

いただくために体制の整備を行っています。

また、すでに気仙沼地区で活動を行っていますが、日本プライマリ・ケア連合学会と連携した「在宅医療支援型」で、

現地活動拠点（宿舎等）は同学会で準備してこれを利用させてもらっています。一方、このマッチング、「いつ（活動期間）、

だれ（どのような技術をもつ）を、どこで（今回は気仙沼地区）、どのようなことを（一定の報告様式を）、どのような方法（自

家用車、公共交通機関）等」に苦慮しています。

また、登録管理栄養士等には、ホームページで再度詳細な技術、活動可能期間等登録してもらうことを考えています。

◎管理栄養士・栄養士の技術を提供することを主眼とし、以下の支援を行う。

①在宅医療支援型

・医療チームとの連携を行い、在宅療養者・高齢者の栄養問題に対応

病院で食事療法の経験のある管理栄養士

高齢者施設で栄養マネジメント業務の経験がある管理栄養士

上記の技術を持つ管理栄養士

②避難所支援型

・炊き出し（大量調理）、献立作成の指導

・災害弱者個々人への栄養支援

特定給食施設での経験のある管理栄養士・栄養士

過去の災害等で経験のある管理栄養士・栄養士

③施設支援型

・高齢者等の施設での栄養アセスメント業務（食事提供業務ではなく）

高齢者施設で栄養マネジメント業務の経験がある管理栄養士

上記の技術を持つ管理栄養士

◎現地活動拠点の整備

災害支援活動を行うためには、現地での拠点（宿泊場所、連絡会議用スペース、支援予定地区の栄養課題の把握、

行政機関等との連携、連絡等の担当要員）が必要となります。このため、現在当該県栄養士会と連携し準備を行うこと

としています。

災害緊急情報 No.16 DATE 4.11H23 
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◎派遣旅費

登録者は、ボランティアとして登録していることから、無償で活動していただきます。一方、登録者は全国から応募して

いることもあり、派遣旅費の一部を助成することとします。

自宅等から東京までの旅費は、日本栄養士会と本人がそれぞれ1/2を負担する。

東京から現地までの移動に関しては、全額を日本栄養士会が負担する。

（注）東京以西に適用。東京より東の場合は、旅程を勘案し決定。

ＪＲ利用は、大宮経由の場合は、大宮を東京として扱う。

現地での活動の旅費は、全額を日本栄養士会が負担する。

自家用車利用の場合はガソリン代（距離換算）を上記（注）に基づき日本栄養士会が負担する。

2）支援物資等の確保と配布について

現在、現地からの要請に応じて、一般的な食品・食材ではなく、経腸栄養剤、幼児用の食品等を賛助会員からの提供

により、送っています。

これに関しては、個々の要請に応じられる体制にないことから、以下の要請により、対応することとします。また、今後

は一定の購入費用も必要になります。

○支援要請先（必要食品の種類、送付先、数量等を提示）

　災害支援管理栄養士等

　被災地都道府県（市町村）

　被災地都道府県栄養士会

○納品の確認と使用場所への適正配布

支援要請先が納入を確認し、避難所、被災者に説明して提供する。

○支援物資等の手配、購入費用、送料の負担は、原則として日本栄養士会が行う。
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義援金の名称変更とその使用について

現在（4月6日）までに拠出いただきました義援金は390万円となりました。皆さまに感謝と御礼を申し上げます。義援金は、

使用目的（ホームページで「いただいた義援金は、被災者への支援、災害支援管理栄養士・栄養士の活動、療養用食品

等の購入、日本赤十字社などへの寄付に使わせていただきます。」）を示して義援金として提供を求めていました。

しかし、「義援金」という言葉の定義から、全額を被災地、被災者に提供すべき。災害支援管理栄養士・栄養士の活動、

療養用食品等の購入に充てることに対する疑義が提示されました。

そこで、今後は、名称を（東日本大震災災害）支援金と変更いたします。

一方、公益社団法人を目指していることから、今後発生するかもしれない災害に早急に対応するための資金を「災害基

金（仮）」として、準備することも検討します。

また、適正に使用するために、規程を作成することとします。

マスコミ対応

4月9日の災害対策本部会議に読売新聞社の記者が取材に来会しました。4月10日（東京版）に報道されましたので、

お知らせいたします。

また、このほか、ＮＨＫ等の報道機関から取材があり、管理栄養士・栄養士の活動が報道される予定です。

情報提供

被災地および計画停電等による学校給食の対応についての意見がメールで日本栄養士会に寄せられています。これ

らの情報については、文部科学省に情報提供いたしました。

気仙沼市での食事提供状況について

４月４日・５日の２日間にわたり本会現地チームが避難所の食事提供状況を調査したところ９割以上の避難所において

３食を提供しています。現地調査の結果、以下のようなことがわかりました。

・たんぱく質源となる食事は１日１食以下が約４割。

・野菜は１日１食以下が約３割。

・９割の施設では野菜ジュース等が全く提供されていない。

・４割の施設では牛乳・乳製品が全く提供されていない。
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災害支援管理栄養士等の登録　全国で 445 名

４月13日現在で、災害支援管理栄養士等の登録は、全国で445名となりました。皆さまの災害地の方々の支援をした

いという思いに感謝申し上げます。

登録の方々には、ホームページでご案内することとしています。

ボランティアは、自己完結型で活動していただくこととなります。現在「災害支援管理栄養士活動ハンドブック（ver. l）」

を作成していますが、事前準備として次の事項を記載していますので、ご周知ください。

現地での活動人員（４月 13 日現在）

災害緊急情報 No.17 DATE 4.14H23 

【個人で用意する物品】

　基本的な個人の必要物品の具体例

■防災用具：リュック、ヘルメット（帽子等）、防災服（防寒着）、防災靴（底のしっかりした動きやすい靴）、軍手、ホ

イッスル等

■生活必需品：雨具（レインコート）、寝袋、懐中電灯（予備乾電池を含む）、洗面具、下着、着替え、ウエットティッシュ、

はさみ等

■食料、水、水筒

■情報通信手段：携帯電話（充電器を含む）、ラジオ、パソコン等

■現金

■事務用品：電卓、個人的に必要な書籍等

■その他：派遣先によっては白衣が必要と思われる場合もあるため、持参が望ましい

※個人の荷物が多すぎて活動に支障を来さないよう、荷物はコンパクトにまとめ、必要最小限に留める必要があ

ります。その他、各自のご判断で十分な準備をしておくことが必要ですが、原則は自己完結にてお願いします。

被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動で災害支援ボランティア活

動に参加していただけるようお願いします。

被災地は衣・食・住、衛生環境を含め、非常に厳しい状況です。ボランティア活動はボランティア本人の自発的

な意志と責任により活動に参加し行動していただくことが基本です、ご理解の上ご活躍いただけますようお願いします。

気仙沼地区：在宅療養・施設・避難所支援活動

大船渡・大槌・宮古・釜石地区の避難所の状況把握

石巻市・山元町の栄養支援活動

日本栄養士会

岩手県栄養士会

宮城県栄養士会

3月26日～　（実数）30名

３チーム９名

（延べ）４７名
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状　況

気仙沼市：在宅療養・施設・避難所支援活動

石巻市：在宅療養・施設・避難所支援活動

大船渡・大槌・宮古・釜石地区の避難所の状況把握

石巻市・山元町の栄養支援活動

ボランティア90名確保。県と調整中

日本栄養士会	
（日本プライマリ・ケ
ア連合学会と連携）

岩手県栄養士会

宮城県栄養士会

福島県栄養士会

３月26日～　（実数）32名

４月12日～　（実数）	3 名

３チーム９名

（延べ）４４名

支援金 900 万円を超える

４月13日現在、支援金（注：４月９日から変更）が932件、9,224,675円となりました。拠出いただきました会員、賛助会

員、関係者の皆さまに深く感謝申し上げるとともに、災害地の方々の栄養支援に有効に活用いたしたいと思います。

また、これらの会計報告は、総会、法人会員会等でお知らせいたします。

現地での活動人員（４月 15 日現在）

災害緊急情報 No.18 DATE 4.16H23 

マスコミ報道　栄養士に注目

東日本大震災から1カ月を越える中、避難所生活、自宅で居住する被災者にも、支援物資の提供は進んでいるものの、

栄養のアンバランスな状況からくる健康問題に悩む方が多くなっています。ここで求められるのは、管理栄養士・栄養士の

技術であります。マスコミの報道でも管理栄養士・栄養士に期待するものが多いと推測されます。

「読売新聞4月16日」、「朝日新聞4月17日」、「東奥日報4月10日」

石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携活動

前号でお知らせしましたが、気仙沼市に続き、石巻市でも日本プライマリ・ケア連合学会と連携した活動を4月12日から

始めました。この活動は、全国在宅訪問栄養食事指導研究会の協力を得て行っています。

災害緊急情報 No.19 DATE 4.18H23 
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災害対策本部会議開催

4月24日に災害対策本部会議を開催しました。最初に本部長・中村丁次会長から「①今回の大震災では、専門職であ

る管理栄養士・栄養士がその技術、専門知識を以てどのような活動ができるのかを考え、次の非常災害等に備える必要

がある。②現在、日本栄養士会は、公益社団法人を目指している。公益社団法人は公益活動を行うことが求められる。つ

まり、人のために尽くす、公益活動を行う＝災害にあわれた人々のために活動を行うことが求められている。特に、栄養問

題は、生命を保持するために必要不可欠のものであり、日本栄養士会としての対応を検討する必要がある。」旨の挨拶が

あり、議論が行われました。ここでは、今回の活動を踏まえて、今後の災害等に迅速に対応できる体制（JDA-DAT：仮称）

の構築を検討することとなりました。

その他、主な討議内容は、次のとおりでした。

東日本大震災への対応について

①現在までの状況について

災害支援管理栄養士等の登録者数（4月22日現在の累計）629名

派遣者状況および人数

②今後の対応等について

○支援の方法について

支援拠点づくりと拠点運営コーディネーターの雇用については、岩手県栄養士会ならびに宮城県栄養士会と連携

して進める。

○被災会員の会費の取り扱いについて

今後、被災地栄養士会との協議し決定する。

○マスコミ報道「読売新聞4月21日」

災害緊急情報 No.20 DATE 4.25H23 

場所

気仙沼市

石巻市

石巻市

山元町

日本栄養士会

岩手県栄養士会

宮城県栄養士会

	
福島県栄養士会

人数（4月22日現在）

（実数）　42名

（実数）　8名

（実数）　6名

29名

37名

10名

ボランティア90名

期間

3月26日～

4月12日～

4月21日～5月10日

4月11日～4月15日

① 4 月 5 日 ～ 4 月 7 日	
② 4月15日

内容

在宅療養・避難所支
援・施設支援

在宅療養

福祉避難所での調理

栄養支援活動

栄養支援活動

大船渡市・大
槌町・宮古市・
釜石市等

県内の避難所での活動
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宮城県が避難所における食事状況を調査

4月25日に宮城県（保健福祉部健康増進課）は、被害の大きかった沿岸部の13市町村に設置されている全避難所で

の食事状況等について、調査を行いその結果を発表しました。この調査には宮城県栄養士会も協力しました。

振り返れば、国民・健康栄養調査は、戦後の食糧不足の時代に、エネルギー、栄養素の不足状況を把握するために行

われ、食料の国際支援につながりました。これにより、当時の児童の栄養摂取状況が改善されました。そして、これらの児

童たちが戦後の高度成長期を担うこととなりました。

今回の食事状況を踏まえて、管理栄養士・栄養士は、支援活動を展開する必要があると考えます。

現地で管理栄養士・栄養士は住民のために活動

被災地では、市町村、都道府県、さらに被災県栄養士会の会員である管理栄養士・栄養士は、自らが被災している方も

おりますが、地域の被災者の方々の生命の維持、また、災害弱者の方々のために尽くしています。

日本栄養士会では、気仙沼市、石巻市など宮城県を中心に災害支援管理栄養士等を派遣し、活動を行っています。さ

らに、福島県栄養士会、宮城県栄養士会、岩手県栄養士会でも避難所等での活動を展開しております。

日本栄養士会では、公益社団法人の設立を目指し、「すべての人びとの『自己実現をめざし健やかによりよく生きる』と

のニーズに応え、保健、医療、福祉及び教育等の分野において、専門職業人としての倫理と科学的かつ高度な技術に裏

づけられた食と栄養の指導をとおして、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする」としました。

管理栄養士・栄養士は、国民の皆さまの健康を守るための専門職であり、47都道府県栄養士会には、公益社団法人

を目指していただきたいと考えています。

4月22日現在、629名の管理栄養士・栄養士が支援管理栄養士等として登録されています。しかし、派遣地との調整、

移動手段、現地での宿泊場所等の確保の関係から、全ての方々に活動をお願いできていませんが、ご容赦とご理解をお

願いいたします。このような意志を持つ方が多いことに対して、心から感謝申し上げます。

災害緊急情報 No.21 DATE 4.27H23 
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被災者健康支援連絡協議会に日本栄養士会参加

日本医師会・日本歯科医師会・日本薬剤師会・日本看護協会・全国医学部長病院長会議・日本病院会・全日本病院協

会等が被災者健康支援連絡協議会を組織し、内閣府被災者生活支援特別対策本部と連携し、被災者の方々の健康面

からの支援について検討を行っています。今回の災害支援に関しては、避難所等での生活期間が長くなり、栄養問題に

課題が生じていることから、日本栄養士会も積極的に対応しており、第２回の協議会で参加が認められました。今後は、政

府に対して、要望・提言を行うこととなります。日本栄養士会では、別添の要望・提言を行いましたが、今後一層精査してい

きます。

避難所の実態を内閣府が公表

５月２日に内閣府被災者生活支援特別対策本部は、岩手・宮城・福島の３県の避難所の実態把握結果の概要を公表

しました（P.46）。

これによると、把握した状況は、55.5％の避難所であり、総評の（２）に食事の提供状況が示されています。なお、おに

ぎりとパンのみの提供が、前回０カ所であったところが１カ所に増え、悪くなっているようにみえますが、これ以前は、把握で

きていなかった避難所の把握ができたからとの説明がありました。（参照資料、５月16日第３回被災者健康支援連絡協議

会資料）

避難所の状況について厚生労働省が活動報告の集計・分析

厚生労働省は、避難所の状況について（派遣保健師等からの報告3月21日と5月12日）第３回被災者健康支援連絡

協議会で報告を行いました。避難所での生活は改善傾向にありますが、まだまだ問題を抱えている状況です。（参照資料、

５月16日第３回被災者健康支援連絡協議会資料）

災害緊急情報 No.22 DATE 5.18H23 
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これをもって最終号とします

災害緊急情報は、３月１１日に発生した東日本大震災の被害が甚大であることから、日本栄養士会災害対策本部の活

動、被災地の状況をお知らせするために、３月１７日に№１を発行し、当初は、毎日お送りいたしてきましたが、大震災発生か

ら３カ月が過ぎ、今後は復興支援に移行することとなりますので、この号をもちまして最終号とさせていただきます。今後は、

別な形で情報を提供したいと思います。

ご多忙の中、災害支援管理栄養士・栄養士として現地で活動された皆さまに、心から感謝申し上げます。

被災者健康支援連絡協議会　政府に要望・提言

被災者健康支援連絡協議会は、去る６月１３日に第５回目の協議会を開催し、「被災者の健康支援等に関わる要望・

提言」を６月１４日に厚生労働大臣を通して政府に提出することを承認しました。

避難所の食事調査結果

宮城県では、「第２回避難所食事調査結果」を、また福島県では、「一次避難所食事調査結果」をそれぞれ発表しました。

厚生労働省「避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施について」を発出

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室は、平成23年6月14日付で、岩手県、宮城県、福島県、盛岡市、仙台

市、郡山市およびいわき市健康づくり施策主管部局宛てに「避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施に

ついて」を発出しました。

日本栄養士会災害対策本部会議・法人会員会を開催

日本栄養士会災害対策本部会議・法人会員会は、去る６月４日・５日に東京ビッグサイトで開催しました。ここでは、大震

災発生から３カ月を経たことを踏まえ、災害対策本部を復興対策本部と名称を変更することとしました。また、いつ発生する

かわからない、非常災害時に対応するために、災害派遣栄養支援チーム（JDA-DAT）の創設の検討、支援金の経理処

理等について議論しました。

なお、来る６月２６日１１時～１６時の間に東京で、今回災害支援にあたった管理栄養士・栄養士に集まってもらい意見

交換会を開催し、今後の活動について検討することとなりました。

災害緊急情報 No.23最終号 DATE 6.17H23 
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日本栄養士会事務局の体制

人的支援に関して

情報発信

・活動状況などをホームページへ掲載

人的派遣に関連した環境整備

・ボランティア保険への加入

・各支援先における宿泊地の確保と選定、契約（遠

野）

・現地における移動手段を確保するためのレンタカー

借用（更新）

・PC・携帯電話の契約・設置と拠点における事務用

品等の調達

・交通手段の情報収集

・各拠点の派遣希望のとりまとめ：時期、状況による

現地の希望の聞き取り

・PCATとの連絡調整（宿泊者の連絡）

災害支援管理栄養士等の派遣業務

・都道府県栄養士会への協力要請

・ホームページからのボランティア募集

・登録者の管理

①登録：管理栄養士・栄養士からボランティア登録

②決定：条件（活動期間、所在地、車の運転有無、

等）から電話確認をして最終決定

派遣者へ、活動ハンドブックの送付、集合時間・

活動期間等の連絡と確認、各種書類（活動報告

書、経費等申請書等）の送付

③支援：各人で、交通手段や必要準備物を確認の

上、現地へ向かった

④報告：活動終了時に、報告書および経費書類を

作成し、送付

⑤旅費支払：各人の報告により精算

災害対策（復興）本部における主な動き（ながれ）
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・関係省庁・自治体・他団体との連絡調整（厚生労

働省、被災地、PCAT、日本ユニセフ等）

・被災地栄養士会との連絡調整（人・物の支援の要

望等）

本会ホームページでボランティア登録を開始すると、

会員外も含めて47都道府県およびアメリカから978名

の応募があった。しかし、実際の実派遣者数は602名に

とどまった。この理由としては、宿舎の確保ができなかっ

たこと、災害支援管理栄養士の業務内容と派遣期間の

調整を個別に行わざるを得なかったことが大きかった。

さらに、今回の派遣にあたっては、急遽とりまとめた災

害支援管理栄養士活動ハンドブックと、チームリーダー

による現地引き継ぎを中心とした活動展開で、被災地特

有の課題やその対応等、派遣前に必要な研修ができな

かった。

このような悪条件の中ではあるが、災害支援管理栄

養士が実際に行った活動は以下のとおりである。

・避難所の食事提供状況調査の実施、まとめ、報告

・救援物資集積所の調査・整理・特殊食品の抽出・活

用

・支援スタッフミーティングへの参加・活動調整

（DMAT、在宅療養支援隊、栄養チーム等）

・在宅療養者支援活動（医師・看護師の依頼に基づ

く訪問活動、病者用・高齢者用等特殊食品の活用

等）

・福祉避難所等（病者、要介護者、要支援者）での食

事提供業務

・一般避難所での栄養相談業務

支援物資に関して

・被災地からの要望の集約

・業者との連絡調整、支援物資の調達、発送手配

災害支援管理栄養士等が現地で活動を行う際に携

行させたい特殊食品の確保のため、3月13日から本会

賛助会員各社に協力依頼を行い、提供可能食品および

依頼方法等の回答を得た。大部分が支援物資の提供

は国が一元管理しており、個別での提供は難しいとの回

答であった。そういう厳しい状況の中であっても賛助会

員各社は提供可能食品を懸命に探し、災害支援管理

栄養士等の本格的な活動にあわせて支援物資を整える

ことができた（P.54）。

本会が行った物的支援は以下のとおりで総額2億円

相当であった。また、これらの食品、物品は、現地担当者

からの要望に基づき担当者あてに適正量を直接配送す

ることとして支援物資の不良在庫化を防いだ。

ビタミン強化米、サプリ米、マルチビタミン、ミネラルふ

りかけ、粉ミルク、スキムミルク、牛乳、スポーツ飲料、野

菜ジュース、果汁飲料、ほうじ茶、青汁、離乳食、幼児食、

アレルギー源除去離乳食、ゼリー飲料、とろみ剤、高たん

ぱく食品、流動食、濃厚流動食、糖尿病用食品、腎臓

病用食品、食物繊維食品、食器、ポット、使い捨て哺乳

瓶、衛生対策セット、マスク、キャップ等

支援金に関して

・災害支援金（P.55）

本会ホームページで募集した結果、4,700万円超の

支援金が寄せられ、この浄財は被災県栄養士会へ、ま

た被災会員の会費代行の他、活動拠点やレンタカーの

借り上げ、支援物資購入、トラックチャーター便等の配

送費用、災害支援管理栄養士の東京－現地間の旅費、

ユニフォーム購入、災害ボランティア保険経費などにあ

てた。

なお、被災者健康支援連絡協議会（事務局：日本医

師会）において、被災地支援にかかる経費について国

庫補助を要望し、災害支援管理栄養士活動にかかる派

遣経費も補助されたことから、次の災害に備えた活動基

金として担保することとした。

その他

・避災生活向けリーフレットおよび災害時の栄養・食

生活支援マニュアルの作成（P.103）

3月20日には、被災者の健康支援の一環として国立

健康・栄養研究所に避災生活向けリーフレット、解説書

および災害支援管理栄養士用の災害時の栄養・食生

活支援マニュアルの作成を依頼し、4種類のリーフレッ



page.52

chapter .01
そのとき、一歩を踏み出した決意

ト（栄養・食生活、衛生管理、赤ちゃん・妊婦・授乳婦向

け、高齢者向け）を印刷配布するとともに、本会ホームペ

ージにアップした。これらの資料は、「健康増進のしおり

2012-1	（いざ!という災害時に備える、栄養と食事）」、

「健康増進のしおり2012-2（もしも!の災害時だから

こそ、弱い立場の人に優先して食事を！）」として再編し、

2012年4月7日に開催した「2012年世界保健デー記

念	第33回健康づくり提唱のつどい」において配布した。
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東日本大震災への対応

ホームページでの活動状況の情報発信とボランティア募集

ボランティア募集
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東日本大震災支援金に関する報告（平成 23 年 10 月 31 日時点）

支援金執行状況について（平成 23 年 10 月 31 日時点）
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宮城県 気仙沼市

活 動 内 容

訪問医療、施設訪問。福祉避難所落合保育所。在庫調査（保健所倉庫、青果市場、気仙沼市民健康管理センター	

すこやか）。日本プライマリ・ケア連合学会東日本大震災支援プロジェクト（以下：PCAT）、災害派遣医療チーム（以下：

DMAT）とミーティング。在宅訪問（褥瘡、胃ろう、下痢、便秘の相談対応）。読売新聞社取材に対応。

総 括

経腸栄養剤、増粘剤の一部は消費期限がくるものがあり、在庫管理が必要。有り余るほどあり、必要なところに回せ

ないものか？　避難所にラコールが届けられていたので回収することにした。現地で1週間くらい事務管理するスタッフ

が必要かもしれない。臨床で褥瘡回診などについた経験のある管理栄養士の参加をお願いしたい。実際に何をするか

の調整が必要。

平成23年	 （日）／気仙沼市／活動人数4名4.10

災害支援ボランティアが実行した活動について

活 動 内 容

PCATの活動に同行。訪問医療：加瀬医師、安井看護師、耳鼻科医師、地域のボランティアとともに在宅訪問。松田

医師から連絡を受け連絡会議に出席。自衛隊が用意する食事について対策。PCAT会議出席、気仙沼中学へ訪問同行。

総 括

生鮮野菜が入ってくる場所と、そうでない場所の差がある。それに応じた対応が必要。

平成23年	 （月）／気仙沼市／活動人数6名4.11

総 括

リーダーの坂本先生（岡山大学病院）がおり、引き継ぎ内容を中心に活動が進められた。PCATとの全体の流れ等、

今後の情報収集が主活動であった。

平成23年	 （月）／気仙沼市民健康管理センター	すこやか／活動人数3名4.11
活 動 内 容

気仙沼中学校での自衛隊からの食事提供における問題点について、PCAT活動報告聴取。食事提供時における塩

分、エネルギー量の問題、自衛隊の炊き出しについて意見を言うことは可能かどうか、救護所医師（PCAT医師）、看護師、

保健師、介護士と打ち合わせ。岩手県花巻市におけるPCAT拠点の新設に伴う連携体制の構築について、花巻市に

おいて、PCATと日本栄養士会（全国在宅訪問栄養食事指導研究会に依頼）が連携し在宅支援体制を整える点、ロー

ラー作戦によるハイリスク者の確認および対応について、市の保健所を通じて改善依頼。管理栄養士の活動の映像

記録について検討した。
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活 動 内 容

DMATミーティング参加。PCATミーティング参加。気仙沼巡回療養支援隊として、①要介護者の状況把握のため

地域巡回健康相談を行う、②把握された患者の診療・看護・リハビリ・栄養の支援は在宅支援チーム、③医療・看護・介

護体制の強化、④避難所の統廃合と集約化等々を話し合う。

総 括

気仙沼PCATは順調に機能しているように感じるが、管理栄養士のマンパワー不足、必要な物資の把握と適正な供

給が当面の課題と考えられる。石巻PCATにおける避難所の体制整備や、石巻市健康部とPCATおよび精神科ソー

シャルワーカー（PSW）、ボランティア等と今後の体制および運営についての調整、介護度の高い人のための避難所の

位置付けとその入所基準等を考える必要がある。

平成23年	 （火）／気仙沼地区支援センターおよび石巻地区／活動人数3名4.12

活 動 内 容

在宅訪問。医師に同行し、経口摂取の確認を行う。PCAT会議に出席し、報告会で活動報告とビタミン強化米が自

衛隊の炊き出しに配られることを報告。

総 括

だんだんと避難所での食事相談、健康相談の必要性が大きくなっている。糖尿病患者の食事の支援も必要になって

おり、独自の息の長い支援ができるようにしてもらいたい。養成施設の先生方が、学生とともに支援に当たることも教育

の一環として考えてもらえれば、活動の輪がさらに広がると考える。

平成23年	 （水）／気仙沼市／活動人数3名4.13

総 括

リーダーの坂本先生（岡山大学病院）がおり、引き継ぎ内容を中心に活動が進められた。PCATとの全体の流れ等、

今後の情報収集が主活動であった。

平成23年	 （月）／気仙沼市民健康管理センター	すこやか／活動人数3名4.11
活 動 内 容

気仙沼中学校での自衛隊からの食事提供における問題点について、PCAT活動報告聴取。食事提供時における塩

分、エネルギー量の問題、自衛隊の炊き出しについて意見を言うことは可能かどうか、救護所医師（PCAT医師）、看護師、

保健師、介護士と打ち合わせ。岩手県花巻市におけるPCAT拠点の新設に伴う連携体制の構築について、花巻市に

おいて、PCATと日本栄養士会（全国在宅訪問栄養食事指導研究会に依頼）が連携し在宅支援体制を整える点、ロー

ラー作戦によるハイリスク者の確認および対応について、市の保健所を通じて改善依頼。管理栄養士の活動の映像

記録について検討した。

活 動 内 容

DMAT、PCATミーティング参加。PCATによる在宅訪問栄養相談実施。褥瘡治療のための栄養剤等を持参して

対応。特別養護老人施設	春圃苑訪問（ビタミン強化米、かゆ、プロテインパウダー持参）。施設の現状を聞き取りしたと

ころ、職員も疲弊している状況。落合保育所（福祉避難所として指定）において、地元の栄養士が疲弊しており、休日取

得のため3日間程度フォローできる管理栄養士を手配するよう本部に依頼。

平成23年	 （金）／気仙沼市民健康管理センター	すこやか／活動人数7名4.15
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総 括

日々、状況が変化しており、それらに柔軟に対応する必要性があるとともに、管理栄養士のマンパワー確保が課題。と

はいえ、拠点がなく、現在のPCATに宿泊所を間借りしている状況では柔軟な対応は難しい。

活 動 内 容

PCATの療養支援隊に同行し、気仙沼を巡回して、在宅支援。避難所ケー・ウエーブ（気仙沼市総合体育館）に栄

養補助食品を運搬するとともに、避難所の医療スタッフから管理栄養士の支援に対するニーズを確認。青果市場（物

資保管所）および保健所に保管してある物資を気仙沼市民健康管理センター	すこやか（活動拠点）に運搬、整理。食

事作りを行っている避難所（全27カ所中4カ所）に強化米（新玄サプリ米）を配布するとともに、避難者の体調確認およ

び調理担当者から調理上の課題の有無を聞き取り。

総 括

在宅訪問については、距離、道路事情の関係から予想以上の時間がかかり、当初予定していた臨床スタッフが間に

合わず、行政スタッフが対応した。物資運搬・配布は、青果市場で用途が分からない物資が奥に追いやられているため、

十分な確認が必要。

平成23年	 （金）／気仙沼市／活動人数5名4.15

活 動 内 容

DMATミーティング、PCATミーティング参加。3チームに分かれてPCATに同行して避難所を巡回、ケー・ウエーブ

での栄養相談を実施。特にケー・ウエーブでの相談については、①乳幼児中心の相談ブース、②生活習慣病を中心とし

た疾患をお持ちの方を看護師に同行しラウンド実施（相談件数3件）。避難所の事務局体制を整理した。

総 括

日本栄養士会の災害対策本部の機能が徐々に充実しており、可能であれば常駐のリーダーがいれば、よりスムーズ

に活動できると考えられる。個別栄養相談を開始したが、昼間は不在の方が多く、かつ避難所での栄養相談はプライバ

シーの点からも困難である。

平成23年	 （土）／気仙沼現地対策本部／活動人数8名4.16

活 動 内 容

避難所へ強化米を配送、PCATに訪問同行し、褥瘡患者への栄養支援物資の配給および栄養指導、気仙沼中学

校にて栄養指導、ケー・ウエーブにて栄養指導等々。気仙沼市保健所栄養士さんと打ち合わせ、各チームの活動内容

平成23年	 （日）／気仙沼市民健康管理センター	すこやか／活動人数8名4.17
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活 動 内 容

PCATミーティングに出席。巡回支援活動報告、症例検討を引き継ぐ。DMAT報告会議に出席。4月・5月の避難所

の実態調査を元に、避難所のランク付けを行い、栄養士や調理師の常駐が必要なところ、巡回でよいところ、ほとんど介

入しなくても大丈夫なところ、などに分けて対応することを提案。

総 括

活動を終えた後、課題を次の栄養士に託してつなげていく。そして、結果は必ずDMAT報告会議等の場でフィードバ

ックする。何が今の課題か、それをどう改善しているかを報告しなければならない。現状を把握し、役割分担して、今の課

題を解決、報告していくことが大切だ。

平成23年	 （日）／気仙沼市民健康管理センター	すこやか5.15

の確認。気仙沼での日本栄養士会の活動拠点となる物件を探す。

総 括

ようやく栄養相談業務の体制が整いつつある。今後は、充実を図るためマンパワーの確保、拠点整備が必要である。

活 動 内 容

唐桑地区中井公民館や本吉地区の避難所を巡回し、本部、本吉地区の支援物資倉庫を視察。詰所待機および栄

養相談電話のフォロー、PCAT同行。福祉避難所の落合保育所の給食業務。

PCAT医師より、唐桑地区の中井公民館の食事や栄養問題について、日本医科大学付属病院集中治療室看護師

より相談があり、日本栄養士会で支援してほしいと相談される。DMATミーティング時には、「避難所での無料診療だけ

でなく、地域医療機関の立ち上げのサポートという支援に変わってきている」「避難所での食事が悪いようだ」との話とと

もに日本栄養士会が紹介された。

総 括

避難所巡回と支援物資倉庫の視察を行ったところ、避難者の方々の意見と支援物資倉庫の現状があっていないた

めに、避難所での不満やDMATの先生方の懸念につながっている。避難所では肉類や魚類、ヨーグルト、納豆といった

チルド食品の希望が出ているが、支援物資倉庫には冷蔵庫や冷凍庫がないため、常温保存できるものだけが流通。冷

蔵庫・冷凍庫等を設置できれば、避難所の食材も充実するのではないか。また、本吉地区は行政栄養士が常駐している

ため、本部よりきめ細かい対応ができている模様。本部における物資の手配は、気仙沼市事務職員が担当しており、食

品や栄養について、より専門的な知識のある栄養士を常駐できるとよいと思われる。

平成23年	 （日）／気仙沼気仙沼市／活動人数8名4.24
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活 動 内 容

避難所巡回（食事実態調査）。気仙沼巡回療養支援隊（以下：JRS）業務参加、PCAT等の医療チームに同行。支

援物資在庫整理。詰め所の書類整理。各ミーティング参加。

総 括

DMAT・医療チームからの相談、DMATミーティング内で日本栄養士会が発言できる箇所もあり、栄養士のニーズが

大きくなっている。DMATには“即断 ”が求められるだろうが、私たちの存在はあくまで行政栄養士と医療チームのパイ

プ役のため、慎重な対応をすべきである。

平成23年	 （月）／気仙沼市／活動人数9名5.16

活 動 内 容

DMATミーティング、JRSミーティング、巡回療養支援。避難所（ケー・ウエーブ）を訪問し、栄養相談。海外からの支

援物資（缶詰12品目）試食とレシピ考案。

総 括

避難所では、入所時の手続きに関する情報が錯綜していることが判明。情報の統一化が必要。

平成23年	 （土）／気仙沼市／活動人数4名5.28

活 動 内 容

避難所である気仙沼中学校の教室をラウンド式に巡回。相談報告件数13件。継続患者の在宅訪問2件、食事摂

取内容・量、家族の負担度、食事介助の状況等確認する。

総 括

気仙沼中学校訪問の際、常駐の保健師に栄養士が定期巡回していることが把握されていなかった。1カ月の巡回ス

ケジュールが確定しているなら、月初め、月末の時点で保健師に伝えることが必要。栄養相談を受けたい人や避難所リ

ーダーに話を聞きやすい。

平成23年	 （日）／気仙沼市／活動人数6名5.29



page.61

chapter .01
そのとき、一歩を踏み出した決意

活 動 内 容

支援物資の提供。気仙沼の漁港近くの被災状況を確認。避難所（気仙沼中学校）の状況把握・巡回・問題把握。

全国組織の看護師・保健師のボランティアとの情報共有。

総 括

支援物資が生かされていないことが多く、もっと改善してほしい。あるいは現地の行政から課題をすい上げ、巡回ボラ

ンティアが調査するという解決策も講じてほしい。

平成23年	 （日）／気仙沼中学校／活動人数7名6.5

活 動 内 容

避難所の定期巡回を実施。午前は気仙沼小学校。相談件数は9件、高血圧等の相談があった。午後は気仙沼市民

会館。ラウンド式に巡回し、相談件数は5件。活動量低下による肥満傾向の糖尿病患者がいた。在宅訪問では、JRS

の医師と看護師と同行。

総 括

巡回する避難所にあらかじめ連絡をしたことで、訪問時には栄養相談を受けたい方が待機されており、活動をスムーズ

に行うことができた。

平成23年	 （月）／気仙沼市／活動人数4名5.30

活 動 内 容

前グループからの引き継ぎと申し送り。倉庫内の支援物資を確認する。DMATミーティングへの参加。

総 括

支援物資の倉庫確認を行った際、賞味期限切れの物が多いうえ、賞味期限が残り1～2カ月の物資が山積みになっ

ていた。多くの協力を生かすことができず、逆に廃棄になるため、使い道の検討や、引き継ぎ・申し送りを徹底することが

重要だと思う。実際に前グループは、物資を使用してよいのか分からず、手を付けなかったと言っていた。使い方のマニ

ュアルも作成されているのに、申し送りが途中で切れてしまったようだ。残念に思う。今日から活動するメンバーは多少の

不安はあるものの、少しでも役に立ちたいという思いで活動に当たろうとしている。

平成23年	 （木）／保健福祉事務所／活動人数7名6.2
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平成 23年 4月 5 日（火）～8日（金）	 気仙沼市	 6
平成 23年 4月10日（日）	 気仙沼市	 4
平成 23年 4月11日（月）	 気仙沼市	 6
平成 23年 4月11日（月）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 3
平成 23年 4月12日（火）	 気仙沼地区支援センターおよび石巻地区	 3
平成 23年 4月13日（水）	 気仙沼市	 3
平成 23年 4月15日（金）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 7
平成 23年 4月15日（金）	 気仙沼市	 5
平成 23年 4月16日（土）	 気仙沼市	 7
平成 23年 4月16日（土）	 気仙沼現地対策本部	 8
平成 23年 4月17日（日）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 8
平成 23年 4月18日（月）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 5
平成 23年 4月19日（火）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 2
平成 23年 4月20日（水）	 気仙沼市	 5
平成 23年 4月22日（金）	 気仙沼市	 8
平成 23年 4月23日（土）	 気仙沼市	 3
平成 23年４月24日（日）	 気仙沼市	 8
平成 23年４月25日（月）	 気仙沼市	 8
平成 23年 4月29日（金）	 気仙沼保健所	 7.5
平成 23年 4月29日（金）　	 気仙沼現地対策本部	 7
平成 23年 4月30日（土）　	 気仙沼現地対策本部	 7
平成 23年 4月30日（土）	 気仙沼保健所	 8
平成 23年 5月 1 日（日）　	 気仙沼現地対策本部	 7
平成 23年 5月 2 日（月）	 気仙沼保健所	 8
平成 23年 5月 3 日（火）	 気仙沼保健所	 未記録
平成 23年 5月10日（火）	 気仙沼市	 7
平成 23年 5月13日（金）	 気仙沼市	 8
平成 23年 5月14日（土）	 気仙沼市	 9
平成 23年 5月15日（日）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 5
平成 23年 5月15日（日）	 気仙沼市民健康管理センター	すこやか	 未記録
平成 23年 5月16日（月）	 気仙沼市　	 9
平成 23年 5月17日（火）	 気仙沼市	 10
平成 23年 5月18日（水）	 気仙沼市	 8
平成 23年 5月19日（木）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月20日（金）	 気仙沼市	 6
平成 23年 5月21日（土）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月24日（火）	 気仙沼市	 5
平成 23年 5月25日（水）	 気仙沼市	 5
平成 23年 5月26日（木）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月27日（金）	 気仙沼市	 6
平成 23年 5月28日（土）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月29日（日）	 気仙沼市	 6
平成 23年 5月29日（日）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月30日（月）	 気仙沼市	 4
平成 23年 5月31日（火）	 気仙沼市	 4
平成 23年 6月 2 日（木）	 保健福祉事務所	 7
平成 23年 6月 3 日（金）	 唐桑燦さん館、第一高松園、PCAT、落合保育園	 6
平成 23年 6月 4 日（土）	 ケー・ウエーブ、防災センター　	 7
平成 23年 6月 5 日（日）	 気仙沼中学校	 7

	 日　程	 活動場所	 活動人数

活動一覧抜粋
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宮城県 石巻市

活 動 内 容

日本栄養士会災害対策本部からの指示によりレンタカーで現地へ。石巻市遊楽館にて前任者より引き継ぎ作業。石

巻市立病院ほか、被災地を視察。宿舎着後、PCATミーティングに参加。

総 括

石巻市立病院と沿岸部の被災状況を目の当たりにして、被害の大きさに衝撃を受けた。避難をされている方、またそ

れを支える現地スタッフもみな被災者であり、外部からのボランティアの関わり方については、留意が必要であることを痛

感した。

平成23年	 （土）／石巻市／活動人数3名4.16

活 動 内 容

遊楽館避難所にて栄養介入（①前任者持参のプロテインパウダーを夕食に添加して提供、②避難所フロア巡回、③

市立病院栄養士と栄養管理表様式作成）。石巻市遊楽館での給食提供体制整備（①調理ボランティアと市立病院栄

養士、石巻市介護保険課担当との打ち合せ、②調理ボランティアからの情報収集、③市立病院栄養士の意向確認）。

総 括

前任者の引き継ぎを踏まえ、継続性を念頭に実際の介入を行った。現地スタッフである市立病院栄養士のサポートを

中心に行ったため、避難者への栄養介入は限定的になった。

平成23年	 （日）／石巻市／活動人数2名4.17

総 括

石巻地区避難所を要介護に特化した場所として早急に稼働させる必要がある。そのためには日本栄養士会としての

拠点整備と人材の安定確保が課題と考えられる。

活 動 内 容

石巻地区避難所の遊楽館に訪問。市立病院医師、看護師、栄養士、ボランティア（災害共同ネットワーク）、社会福

祉協議会、北海道市役所、徳島県看護協会の各代表者による会議の開催、出席。①食事提供状況、②栄養アセスメ

ントの状況、③食材（栄養補助食品等）の在庫状況・施設の状況、④ボランティアの活動状況について、石巻市立病院

管理栄養士から現状を聞き取る。

平成23年	 （水）／石巻市遊楽館4.13
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活 動 内 容

厨房給食業務。石巻市役所にて女川調査ミーティング。避難所の石巻市遊楽館で、糖尿病（以下：DM）＋ネフロー

ゼ患者の再アセスメント。河北総合支所にて打ち合わせ。世代館にてPCATとの合同ミーティング。

総 括

避難所生活が長期化しているため、慢性疾患患者の悪化が懸念される。入所者の情報の一元化が必要。

平成23年	 （日）／石巻市／活動人数10名5.1

活 動 内 容

食事提供とそれに伴う業務（仕込み、調理、盛り付け、配膳等）。こどもの日の行事食提供。

総 括

支援者が2、3日で移動してしまうこともあり、その日その日が食事提供だけで精一杯になりがちだった。被災者の多く

は高齢の方であり、ニーズをもっと読み取りながら、メニュー提案、調理をしていくべきだった。

平成23年	 （木）／石巻市遊楽館5.5

活 動 内 容

朝・昼食の準備と片付け（調理作業および作業指示）。朝・昼食の配膳、下膳。翌日朝までの仕込み作業と作業指示。

献立作成と使用食材の準備。

総 括

「食事は大きな楽しみの一つである」。これは被災地でも同じこと。通常の環境が整備されていないから仕方がないで

はなく、その環境において喜んでもらえるために何ができるかを考えるべきだ。また、衛生面においては、集団給食管理で

衛生を監督指示する立場にある私たちだからこそ、どんな環境においても守るべき重要事項だと思う。

平成23年	 （火）／石巻市／活動人数2名4.26
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活 動 内 容

厨房給食業務。衛生管理。物品在庫管理表整理。桃生農業者トレーニングセンター有志により温かいみそ汁（プロ

テインパウダー入り）とほうれん草ともやしのおひたしを提供。女川町総合体育館避難所にて栄養相談を実施、18名。

在宅栄養相談依頼があり、PCATと共に訪問。

総 括

引き継ぎに時間がかかるため、リーダーは事前に現地リーダーと連携し、業務を把握すべき。女川町避難所では栄養

士のマンパワーが不足している。継続的な支援が必要だと考えられるが、人員の都合で実施の有無が決まるため申し訳

ない。特殊食品や栄養剤等、物資の調達はスピードのある対応が望まれる。

平成23年	 （火）／石巻市遊楽館および女川町総合体育館／活動人数8名5.10

活 動 内 容

桃生農業者トレーニングセンター内の福祉避難所で栄養相談。入所者と施設から塩分についての栄養相談あり。昼

食時にお好み焼き、ポテトサラダ、みそ汁を提供。女川町総合体育館避難所で栄養相談。遊楽館避難所で栄養アセス

メント業務。桃生福祉避難所で炊き出しの引き継ぎ用リストを作成。

総 括

リーダー同士の情報を共有できるようなシステムが必要。

平成23年	 （土）／石巻市遊楽館および女川町総合体育館／活動人数7名5.14

活 動 内 容

厨房給食業務、衛生管理。物品在庫管理表整理。石巻市遊楽館入所者の栄養ケア・マネジメント（NCM）。PCAT

の依頼により、血液透析の被災者、DMコントロール不良の方の食事アセスメント。桃生農業者トレーニングセンター有

志により、温かい汁と、センターに余っていた野菜とツナ缶でサラダを提供。PCATの医師に同行、湊中学校避難所に

て食事提供。各種ミーティング参加。

総 括

現在は、被災者の本質的な栄養状態を改善する時期に入ってきている。今後、長丁場になることを踏まえて、被災者

をはじめ、関係団体や行政から、日本栄養士会の活動が認められるよう、システムや内容の検討が必要だと思われる。

平成23年	 （日）／石巻市遊楽館／活動人数9名5.8
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活 動 内 容

桃生福祉避難所の給食業務・栄養価計算・分析・在庫管理・マニュアル作成・栄養指導を実施。石巻市の栄養士か

らの依頼で、石巻市遊楽館の昼食を提供。提供済みの献立の栄養価を計算。備蓄品の確認と整理。各種にミーティン

グ参加する。

総 括

現在、石巻市遊楽館では、日本栄養士会としての活動を行なわずともよい状態になっている。給食や栄養アセスメント

も、石巻市立病院の管理栄養士で実施できている。福祉避難所として石巻市遊楽館を利用する方に対しては、支援活

動はほぼ終了したと考える。支援内容が変わりつつある中、どのような方針で今後活動するのかを石巻市の栄養士から

質問があった。日本栄養士会としての今後の活動方針を、一度、現地の方へ伝える必要性を感じた。

平成23年	 （月）／石巻市遊楽館／活動人数4名5.23

活 動 内 容

桃生福祉避難所の給食業務、給食日誌作成。ショートステイベース（以下：SSB）巡視。日誌等の作成をする。

総 括

SSBの看護師より、「物資を組み合わせて、DMや腎臓病食などの献立を作成してほしい」と依頼がある。物資を確認

して、可否を検討したい。

平成23年	 （水）／桃生福祉避難所／活動人数2名6.8

活 動 内 容

桃生福祉避難所の給食業務・栄養価計算・分析・在庫管理。業務マニュアルを作成。PCAT訪問同行および個別

聞き取り電話対応の調整。日本栄養士会、コーディネーター、全国在宅訪問栄養食事指導研究会に、現状報告と今後

の支援について調整する。

総 括

申し送りがスムーズに実施できるようにシステム化し、さらにリーダーの役割も明確化した。今後、活動がしやすくなる

と思われる。

平成23年	 （火）／石巻市遊楽館／活動人数5名5.17
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平成 23年 4月13日（水）	 石巻市	遊楽館	 未記録
平成 23年 4月14日（木）	 石巻市	遊楽館	 2
平成 23年 4月16日（土）	 石巻市	 3
平成 23年 4月17日（日）	 石巻市	 2
平成 23年 4月18日（月）	 石巻市	 2
平成 23年 4月19日（火）	 石巻市	 2
平成 23年 4月20日（水）	 石巻市	 2
平成 23年 4月25日（月）	 石巻市	遊楽館	 7
平成 23年 4月26日（火）	 石巻市	 2
平成 23年 5月1日（日）	 石巻市	 10
平成 23年 5月5日（木）	 石巻市	遊楽館	 未記録
平成 23年 5月6日（金）	 石巻市	遊楽館	 11
平成 23年 5月7日（土）	 石巻市	遊楽館	 9
平成 23年 5月8日（日）	 石巻市	遊楽館	 9
平成 23年 5月9日（月）	 石巻市	遊楽館	 8
平成 23年 5月10日（火）	 石巻市	遊楽館および女川町総合体育館	 8
平成 23年 5月12日（木）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 5月13日（金）	 石巻市	遊楽館	 7
平成 23年 5月14日（土）	 石巻市	遊楽館および女川町総合体育館	 7
平成 23年 5月15日（日）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月16日（月）	 石巻市	遊楽館	 7
平成 23年 5月17日（火）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月17日（火）	 石巻市	遊楽館	 4
平成 23年 5月18日（水）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 5月19日（木）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月20日（金）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月21日（土）	 石巻市	遊楽館	 7
平成 23年 5月22日（日）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 5月23日（月）	 石巻市	遊楽館	 4
平成 23年 5月24日（火）	 石巻市	遊楽館	 4
平成 23年 5月25日（水）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 5月26日（木）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月27日（金）	 石巻市	遊楽館	 5
平成 23年 5月29日（日）	 桃生福祉避難所	 5
平成 23年 5月30日（月）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 5月31日（火）	 石巻市	遊楽館	 6
平成 23年 6月3日（金）	 桃生福祉避難所	 2
平成 23年 6月5日（日）	 桃生福祉避難所	 4
平成 23年 6月6日（月）	 桃生福祉避難所	 3
平成 23年 6月7日（火）	 桃生福祉避難所	 2
平成 23年 6月8日（水）	 桃生福祉避難所	 2
平成 23年 6月9日（木）	 桃生福祉避難所	 3
平成 23年 6月10日（金）	 桃生福祉避難所	 3
平成 23年 6月11日（土）	 桃生福祉避難所	 4
平成 23年 6月12日（日）	 桃生福祉避難所	 2
平成 23年 6月13日（月）	 桃生福祉避難所	 4
平成 23年 6月14日（火）	 桃生福祉避難所	 2
平成 23年 6月15日（水）	 桃生福祉避難所	 2

	 日　程	 活動場所	 活動人数

活動一覧抜粋
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岩手県

活 動 内 容

岩手県栄養士会考案のサイクルメニューが5月30日から開始されるため、レシピの配布とメニューに合った食材の配

送について、8カ所の避難所に説明に赴く。

総 括

トラブル発生時や、避難所で回答に困る質問を受けた場合を考えると、緊急連絡先は必要。避難所では魚を食べたい

という意見多数。また、物資の配送や選定がうまく機能していない様子。

平成23年	 （土）／大船渡市／活動人数4名5.28

活 動 内 容

パンの配給の配分準備。役場栄養士の保育所献立の表作成補助。山田北小学校避難所の食事状況を調査。

総 括

実際に避難所で話を聞くと、現状の食事に飽きていたり、野菜類の使用が少なかったり、腎臓病の方が食事面で負担

を感じていたりと、数々の問題があった。役場が対応しきれない部分を、ボランティアがコーディネーター役となってつな

げれば、よりよい対応ができると感じた。

平成23年	 （月）／山田町／活動人数1名6.13

活 動 内 容

現地栄養士と避難所2カ所を巡回、支援物資による献立作成と配送準備、前日の医療ミーティングで依頼された被

災者の訪問栄養相談を実施。訪問栄養相談は、大船渡中学校約40人、大船渡北小学校約50人。避難所で現在の

食事状況、支援物資の配布状況等を確認し、問題点の洗い出しと解決策の提案を行う。

総 括

避難所は野菜不足、あったとしても限られたものしか支給されないため、食品選定に限界がある。また、避難所にサプ

リメントのビタミン剤が配られていたが、詳しい説明がないために、使用されていなかった。

平成23年	 （火）／大船渡市／活動人数4名6.14
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活 動 内 容

釜石市食生活改善推進員とともに、釜石市旧一中で給食管理支援（炊き出し）、在庫食材を利用して調理を行った。

釜石保健所栄養士に同行し、甲子小学校で給食状況を確認。

総 括

避難者が当番制で食事を作ることは、大きな負担。避難所によっては、インスタント食品で食事を済ませる所が出てき

ており、さらに栄養状態が悪化していると思われる。今後の災害活動に、管理栄養士と調理関係者による給食提供活

動支援を提案する。

平成23年	 （火）／釜石市／活動人数1名7.5

活 動 内 容

仮設住宅食生活状況調査。災害対策本部と釜石保健所でミーティング。岩手県栄養士会と大槌地区80軒、日向

地区87軒の仮設住宅訪問調査を実施。

総 括

男性の1人暮らしは飲酒の問題が多いという情報であったが、飲酒習慣がない男性は“ご飯と漬物 ”といった極端な

偏食がみられる。おそらく、独居男性はレシピを配布し、材料があっても、調理して食べようとしないのであろう。食事宅配

や出張調理などの対応も必要かもしれない。

平成23年	 （火）／釜石市／活動人数6名8.23

平成 23年 5月28日（土）	 大船渡市	 4
平成 23年 5月29日（日）	 大船渡市	 3
平成 23年 5月30日（月）	 大船渡市	 3
平成 23年 5月31日（火）	 大船渡市	 4
平成 23年 6月 9 日（木）	 山田町役場	 1
平成 23年 6月10日（金）	 山田町役場	 1
平成 23年 6月13日（月）	 山田町	 1
平成 23年 6月14日（火）	 山田町	 1
平成 23年 6月14日（火）	 大船渡市	 4
平成 23年 6月15日（水）	 大船渡市	 3
平成 23年 7月 5 日（火）	 釜石市	 1
平成 23年 7月14日（木）	 山田町	 3
平成 23年 8月22日（月）	 釜石市	 3
平成 23年 8月23日（火）	 釜石市	 6

	 日　程	 活動場所	 活動人数

活動一覧抜粋
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宮城県気仙沼市、石巻市、岩手県で実施した災害支援ボランティア活動。援避難所での栄養食事相談から支援

物資の確認、他職種との連携など、多岐にわたりました。

災害ボランティアの活動の姿
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2011.3.31

2011.3.23

2011.4.2

2011.4.5

2011.4.8

2011.4.10

2011.4.13

2011.4.18

2011.4.19

2011.4.20

2011.5.2

2011.5.12

2011.5.12

2011.6 ～

2011.6.18

2011.6.23

2011.6.23

2011.6.24

2011.6.27

2012.7

2011.7.21

2011.8.8

2011.9・10 号

2012.9

2012.9.1

2011.9・10 号

2011.11.17

2011.12.10

2012.3.6

2012

2012.7・8 号

2012.11

日付 媒体 対応者

雑誌

テレビ

新聞

テレビ

テレビ

新聞

テレビ

WEB

WEB

新聞

ラジオ

新聞

新聞

ラジオ

新聞

テレビ

テレビ

テレビ

テレビ

雑誌

雑誌

新聞

雑誌

雑誌

新聞

雑誌

新聞

取材

新聞

雑誌

雑誌

新聞

臨床栄養

NHK「アサイチ」

読売新聞

NHK

日本テレビ（取材・放映）

読売新聞

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」

キャリアブレイン「CBニュース」

キャリアブレイン「CBニュース」

読売新聞（取材・掲載）

FMラジオ・J-WAVE

読売新聞

建帛社だより「土筆」（9月掲載）

東日本大震災被災地域のコミュニティFM 各局（全5回）

読売新聞　記事「論点」

NHK 北海道旭川放送局

NHK 北海道旭川放送局

NHK 北海道旭川放送局

NHK 北海道旭川放送局

臨床栄養 Vol.121 No.1

公衆衛生情報

食品産業新聞社「MENU IDEA」（10月号掲載）

日本医療企画「ヒューマンニュートリション」№13

臨床栄養　臨時増刊号　Part3 

産経新聞

学校給食研究　2011年度2学期号

日本農業新聞（J-MilK 協賛活動）

医療ジャーナリスト　福原麻希 氏

産経新聞　取材・記事「震災と栄養バランス」

一般財団法人地域社会研究所「The Community」№149

日本医療企画「ヒューマンニュートリション」№18

日本保育協会「研究所だより」保育研究の概要掲載

小松龍史

迫和子

西村一弘

石川祐一

迫和子

迫和子、笠岡（坪山）宜代

気仙沼における活動

石川祐一

西村一弘

迫和子

齋藤長徳

迫和子

迫和子

石川祐一

迫和子

北海道栄養士会会員

北海道栄養士会会員

笠岡（坪山）宣代

山田康輔

下浦佳之

笠岡（坪山）宣代

迫和子

中村丁次、迫和子、齋藤長徳、他

迫和子

下浦佳之

迫和子

岩手県栄養士会

迫和子

迫和子

迫和子

中村丁次、下浦佳之

迫和子

page.73

page.72

page.73

page.73

page.74

page.72

page.75

読売新聞　記事「論点」2011年（平成23年）6月18日

その他 図書執筆　（迫和子）

・「災害時の公衆衛生　第11章　栄養対策」　（國井修編　2012.7.15　南山堂発行）

・「国民の栄養白書2012年度版　第3章　第1節　災害時の栄養」（中村丁次・門脇隆監修　2012.11.10　日本医療企画発行）

東日本大震災に関わるメディア等への対応記録

産経新聞　取材・記事「震災と栄養バランス」2012年（平成24年）3月6日
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臨床栄養　Vol.121 No.1 　2012年（平成24年）7月

食品産業新聞社「MENU IDEA」

2011年（平成23年）10月号

建帛社だより「土筆」　2011年（平成23年）9月1日
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学校給食研究　2011年第2学期号　2011年（平成23年）

日本医療企画「ヒューマンニュートリション」No.13　2011年（平成23年）
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日本医療企画「ヒューマンニュートリション」No.18　2012年（平成24年）
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岐阜県
時期：2011年7～8月

対象：岩手県陸前高田市（仮設住宅）

内容：厚生労働省から県へ保健チームの派遣要請に

より、仮設住宅の健康調査、健康サロンの運営

補助を実施。

保健チームとしての依頼だったため、管理栄養士と

しての専従活動にはならなかった。

支援後に見えた問題点

都道府県栄養士会の支援記録

栃木県
時期：2011年4月

対象：栃木県足利市・益子町・茂木町（公的施設の避

難所）

内容：手作り料理の提供、健康栄養相談を実施。

身の回りの品（歯磨き剤・化粧水など）が不足しがち

になっていた。

支援後に見えた問題点

時期：2011年8月

対象：宮城県大崎市（鹿島台小学校ほか）

内容：宮城県栄養士会学校健康教育部長の協力のも

と、被災地域の学校給食共同調理場の栄養士

21名に対し、学校給食業務に必要なパソコン

やパソコンソフトを届け、使用方法の説明を

行った。

時期：2012年5月

対象：宮城県

内容：前年度の訪問で、資料や教材がなくなり、指導

や「たより」の発行に支障をきたしていること

が分かった。そこで、未使用の白衣、活用可能

な教材・教具の寄贈者を募るとともに、募金活

動を行い、集まった物を宮城県学校健康教育

部長宛で郵送した。

愛知県

パソコン以外にも多くの支援が必要だと感じた。

支援後に見えた問題点

岐阜県

愛知県
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神奈川県
時期：2011年

対象：被災3県（岩手県・宮城県・福島県栄養士会）

内容：支援金を集め、集まった支援金募金に県栄からの支援金を加えて、各県栄養

士会に10万円を送った。

時期：2011年5月

対象：宮城県女川町（女川町立病院）

内容：宮城県病院栄養士協議会会長から、女川の状況が最悪との情報があり、調

理器具等の必要な物資のリストをもらい、神奈川県内の会員から寄付を受け

て輸送した。

時期：2011年4月

対象：宮城県女川町（女川町立病院）

内容：職員への生活必需品や、業務に必要な物資を送った。

時期：2011年6月

対象：宮城県女川町（女川町立病院）

内容：支援物資を輸送した際に、さらに必用な物を聞き、再度宅急便で送った。

時期：2011年4月

対象：宮城県気仙沼市

内容：賛助会員から支援物資を提供してもらい輸送した。

時期：2011年5月

対象：神奈川県川崎市（とどろきアリーナ）

内容：福島からの被災者へ健康相談、食事栄養指導を実施。

時期：2011年6月

対象：神奈川県海老名市（海老名市文化会館）

内容：福島県からの被災者を対象に、栄養相談を実施。

時期：2011年4月

対象：宮城県石巻市

内容：在宅被災者健康調査を実施。

被災地で何が不足しているかが支援に行った者から聞かなければ分からな

かった。調理器具等は大きな物もあり郵送が不可能だったため、車に積んで

直接輸送することとなった。

支援後に見えた問題点

栃木県

神奈川県



page.78

chapter .01
そのとき、一歩を踏み出した決意

防災対策推進検討会議について

中央防災会議 防災対策推進検討会議について

今回、中央防災会議（内閣総理大臣をはじめとする

全閣僚、指定公共機関の代表者及び学識経験者によ

り構成）に、新たな専門調査会として「防災対策推進検

討会議」が設置され、計13回の会議を経て、平成２４年

７月３１日に、最終報告が決定・公表されました。

※以下、防災対策推進検討会議	最終報告～ゆるぎな

い日本の再構築を目指して～より抜粋

②	避難所等における生活（P16）

被災者の居住空間となり、場合によっては長期間

過ごさざるを得ない避難所は、安全でライフラインが

確保されている場所であるべきで、避難所における

食料の確保、寒暖対策、心身両面の保健医療対策

等避難生活において配慮すべき事項について法的

な位置付けを図るべきである。

③	被災地への物資の円滑な供給（P17）

支援物資の供給に際しては、被災地外からの輸

送、集積拠点での管理・仕分け、個別避難所への配

送に至るまで、専門性を有する民間事業者等との連

携及び民間事業者の物流施設の活用により、迅速

かつ効率的な実施を図るべきである。その際、地方

公共団体の人手を他の業務に振り向けられる効果

も併せて考えるべきである。

物資の備蓄、確保・輸送に際しては、高齢者、障が

い者、妊産婦、乳幼児や子育て家庭、食事制限のあ

る方等のニーズ、男女のニーズの違いに配慮すべき

である。また、食料の備蓄、輸送、配食等に当たって

は、管理栄養士の活用を図るべきである。

防災基本計画の修正

この報告書を受けて平成24年９月６日に中央防

災会議にて国の防災基本計画が修正、決定されまし

た（http ://www.bousa i .go . jp/ke ikaku/k ihon .

html#syusei）。

全587ページの中からP51（PDF：63枚目）、P117

（PDF：129枚目）、P184（PDF：196枚目）、P239

（PDF：251枚目）、P294（PDF：306枚目）、P419

（PDF：431枚目）、P553（PDF：565枚目）

※以下、防災基本計画より抜粋

避難収容及び情報提供活動

(2)	避難所の運営管理等

地方公共団体は、それぞれの避難場所に収容され

ている避難者に係る情報及び避難場所で生活せず

食事のみ受取に来ている被災者等に係る情報の早

期把握に努め、国等への報告を行うものとする。また、

民生委員・児童委員、介護保険事業者、障害福祉サ

ービス事業者等は、災害時要援護者の居場所や安

否の確認に努め、把握した情報について地方公共

団体に提供するものとする。

地方公共団体は、避難場所における生活環境が

常に良好なものであるよう努めるものとする。そのため、

食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努

め、必要な対策を講じるものとする。また、避難の長

期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡

易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び

利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保健師、看護師、

管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の

必要性、食料の確保、配食等の状況、ごみ処理の状

況など、避難者の健康状態や避難場所の衛生状態

の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものと

する。また、必要に応じ、避難場所における家庭動

物のためのスペースの確保に努めるものとする。
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防災対策推進検討会議	最終報告
～ゆるぎない日本の再構築を目指して～	要旨

■第１章 災害対策に取り組む基本姿勢

　　　　～災害に強くしなやかな社会の構築のために～

◎災害から国民を守り、国を守ることは政治の究極の

責任である

◎「国難」ともいうべき大規模災害を意識する

◎「防災の主流化」を通じ、可能な限りの備えを怠ら

ない

◎災害発生時、官民が連携し資源の大量・集中投入

を行う

◎被災を地域社会再構築への希望に変えていく

◎防災こそ我が国再生のフロンティアである

◎「防災先進国日本」を世界に発信する

■第２章 防災政策の基本原則

　　　　～災害対策のあらゆる分野で「減災」の徹底を～

（前提となる事項）

○一つの災害が他の災害を誘発することを認識する

○最新の科学的知見を総動員する

○あらゆる行政分野について、「防災」の観点からの

総点検を行う（事前の備え）

○ハード・ソフトの組合せにより災害に強い国土・地域

を実現する

○自らの命と生活を守ることができる「市民」の力と民

間との「協働」に期待する

○災害リスクにしたたかな「市場」を構築する

○防災対策に関しては、「楽観」を避け、より厳しい事

態を想定する（発災後の対応）

○災害対応に当たって、「平時」を物差しとすることは

禁物である

○限定的な情報の下、状況を把握・想定し、適時に判

断する

○災害対応は、「人の命を救う」ことを始めとして、す

べて「時間との競争」であることを意識すべきである

（被災者支援と復旧・復興）

○被災者のニーズ変化や多様性に柔軟かつ機敏に

対応する

○被災地を以前の状態に戻すのみならず「よりよい

復興」を実現する

○被災地の復旧・復興は、地域特性や「地域力」へ

の配慮が大切である

■第３章 今後重点的に取り組むべき事項

　　　　～防災政策の基本原則を踏まえて～

主要な項目

第１節 災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え・

再生する取組

災害から生命を守るための初動対応

○災害応急対策の第一の目標は、人の命を救うこと

であり、発災当初の72時間は、人命救助及びこの

ための活動を最優先にして人的・物的資源を配分

すべき。

○災害から一時的に難を逃れる緊急時の避難場所

と、中長期にわたって被災者が生活する場所として

の避難所を明確に峻別して指定するとともに、住民

に周知徹底すべき。

○災害拠点病院を始め被災地内外の医療機関の間

で、より有効な災害時医療活動が展開できるよう、

連携方策をあらかじめ構築すべき。

被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細かな

支援

○災害対策基本法に被災者支援の理念や基本的

事項を明記し、災害救助法や被災者生活再建支

援法等の運用も、これに基づいて行うべき。

○避難所における食料の確保､寒暖対策､心身両面

の保健医療対策等避難生活において配慮すべき

事項について法的な位置付けを図るべき。

○災害時要援護者名簿の作成などについて、災害

対策法制に位置付けるとともに、個人情報保護法

制との関係も整理すべき。

ライフライン等の被害からの早期回復

○各ライフラインの管理者は、予防力向上に向けた

設計基準の見直しや復旧の迅速化のためのマニュ

アルの整備等を早急に行うべき。

○災害廃棄物の広域的な処理体制、最終処分場の

確保等について、地方公共団体間、地方公共団体

と民間事業者間の連携・調整の仕組み、国の関与

の仕組みを整備すべき。
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第２節 災害発生時対応に向けた備えの強化

災害即応体制の充実・強化

○職員の派遣・研修を含む地方公共団体との連携等

による体制の充実、政府全体の防災総括部門の

位置付けの明確化など、政府全体の防災総括部

門の機能強化を図るとともに、政府の防災各部門

の連携強化や、国・地方の人材育成・連携強化に

資する防災訓練の充実強化等により、国・地方を通

じた防災体制の充実を図るべき。

○総合防災情報システムについて、本来必要とされ

る情報の収集・提供が行われるよう、早急に抜本

的改善を図るべき。

○複合災害の発生可能性を認識し、防災計画等を

見直し、備えを充実する必要がある。

自然災害による国家的な「緊急事態」への対応のあ

り方

○災害緊急事態における緊急措置の範囲は、経済

的措置等に限定されているが、帰宅困難者対策や

治安維持等の観点から、範囲を拡大する必要がな

いか検討すべき。

○「緊急事態」への対応について、東日本大震災の

経験や対応を踏まえ、国・都道府県・市町村の事務

や権限、財政負担のあり方を検討すべき。

第３節 災害を予防するための多面的な取組

防災の基本理念の明確化と多様な主体の協働

○防災の基本理念 (減災、自助・共助・公助等 )を法

的に位置付けるべき。

災害文化の継承・発展

○学校における体系的な防災教育に関する指導内

容の整理、学習指導要領における位置付けの明

確化等、防災教育の一層の推進を図るべき。

○外部評価を取り入れて訓練目的の達成状況や問

題点を明らかにすることにより、訓練の結果が防災

体制及び対策の見直しに反映されるよう取り組む

べき。

災害に強い国土・地域・まちの構築

○適切な居住地の選択を誘導する観点から、地域の

災害リスクにも十分対応した都市計画や土地利用

計画を策定すべき。

最新の科学的知見を反映した防災対策

○南海トラフ巨大地震の発生機構を解明し、地震発

生予測も含めた調査・研究を推進すべき。

第４節 迅速かつ円滑な復興への取組

○復興の基本的な方針の策定、関係行政機関によ

る施策の総合調整等を行う復興本部の設置等を

可能とする復興の枠組みをあらかじめ法的に用意

すべき。

○東日本大震災において講じられた特別措置につい

て、大規模災害時に迅速に発動するための法的措

置を講じるべき。

第５節 国の総力を挙げた取組体制の確立

○様々な主体が連携し、総力を挙げて防災に関する

国民運動の展開を図る必要がある。

■ 第４章

 　今後の防災対策の充実に向けて

必要な制度の早急な改善・拡充、具体的な対策の

推進、実施状況を定期的・継続的に把握・点検する

ことによる防災制度・対策の更なる改善



被災地での支援活動の中で、私たちが得たのは 1 つの答えです。 災害発生時に、管理

栄養士・栄養士には大きな役割があるということ。しかし、個々の力では成しえないことがあ

まりに多く、災害・緊急時に専門的支援を実行できる組織の必要性を感じました。 管理栄

養士・栄養士はもとより、国や都道府県、保健医療機関、医師や看護師等と協力して支

援活動ができる組織、日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）を設立しました。

日本 栄 養 士 会の震 災 後の取り組み

教 訓を未 来につなげる意 志

chapter .  022 章
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概要

日 本 栄 養 士 会 災 害 支 援 チ ー ム（The Japan 

Die te t ic  Assoc ia t ion  -  D isas te r  Ass is tance 

Team：JDA-DAT）とは、「 災 害 発 生 地 域において

栄養に関する支援活動ができる専門的トレーニングを受

けた栄養支援チーム」として、国内外で大規模災害が

発生した地域において、避難所、施設、自宅、仮設

住宅等で被災者（特に要援護者）に対する栄養に関

する支援活動ができる専門的なトレーニングを受けたメ

ンバーたちである。

チーム構成および活動期間

JDA-DAT 1 チームの構成はリーダー 1 名とスタッフ

4 名（災害支援管理栄養士等 2 ～ 3 名と被災地管

理栄養士等 1 名）を基本として構成され、活動期間は

概ね 72 時間以内とし、災害の程度に応じて継続的に

派遣する。 JDA-DAT の活動が長期にわたる場合は

JDA-DAT メンバーだけでなく、災害支援ボランティア

管理栄養士等の派遣により対応する。

これまでの活動内容

東日本大震災において、災害支援ボランティア管理

栄養士を募集し、978 名応募（全国及びアメリカ）の

中から派遣者数 406 名、延べ人員実働約 1,588 名

（被災地栄養士会を除く）が被災地で活動した。 主な

活動内容は、栄養と食に関する情報収集・栄養調査

協力、被災者（特に要援護者）の栄養管理・栄養相

談、避難所・施設等への人材・物資支援、行政や各

機関との調整等。

今後の取り組み体制

現在、（公社）日本栄養士会として JDA-DAT リー

ダー 240 名を養成し、各都道府県栄養士会ではリー

ダーを中心に JDA-DAT スタッフを順次育成していると

ころである。 今 後、10 年 間に 1,000 チーム、 総 勢

5,000 名を目標に養成を行うとともに、全国の栄養士

会に JDA-DAT 体制の構築・整備を図り、今後の災

害等発生時に備える。また、平時においても専門性を

生かし、行政栄養士（公助）との協働、地域住民（自

助）への支援、地域や施設間（共助）との連携等に

より防災・減災への取り組みを地域と共に推進する。

活動経費

公益事業として本会計より事業予算化するとともに、

日本栄養士会非常災害事業資金より経費を支出する。

添付資料

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）運営

要綱（P.91）

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）スタッ

フ研修要領（P.96）

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）とは？
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JDA-DAT の設立にあたり

東日本大震災での活動を通じて、私たちは多くのこと

を学んだ。その中で一番大きいこととは、災害急性期

に管理栄養士の大きな役割がある、ということである。

今まで、私たち管理栄養士は食事の安定供給が進む

亜急性期や慢性期にその役割を果たしてきた。しかし、

東日本大震災被災者の状況を知り、災害発生直後か

ら支援に入ることの必要性を経験し、その時期から活

動を行うことが私たちの使命である、ということを実感し

た。

今回の例から、災害発生急性期から管理栄養士が

関わることにより、避難所の実態に合わせた食料の確

保、配分等が可能となり、さらに安定的な栄養確保に

向けた体制を構築することに繋がるという経験を得た。

そして、急性期から避難所の状況を把握し、早期から

栄養アセスメントを行うことにより、避難所および在宅

療養者に対して病者用や高齢者用等特殊食品を携え

ての支援活動を行っていくことが可能となる。

そうした教 訓から、 初 動 体 制と平 時の防 災 意 識を

構築することの必要性を痛感し、災害・緊急時に専

門 的 支 援のできるチームの設 置が 急 務であると考え

た。そこで、本会では、日本栄養士会災害支援チー

ム（The Japan Dietet ic Associat ion-Disaster 

Assistance Team：JDA-DAT）を平成 24 年 1 月

に発足させたのである。

JDA-DAT の定義

JDA-DAT とは、今後起こり得る国内外の災害に備

え、災害発生地域の被災者に対して栄養と食に関する

支援活動ができる専門的トレーニングを受けた栄養の支

援チームと規定している。

JDA-DAT は、急性期（概ね 72 時間以内）にす

ばやく活動でき、専門的能力をもち（トレーニングを受

けた）、栄養に関してはもちろん、状況に応じ、緊急を

要する支援を行うことができるメンバーで構成され、日

本国内だけでなく必要があれば海外に向けた支援もでき

ることを目指している。

JDA-DAT の条件

・急性期に活動する（概ね 72 時間以内）

・機動性を有する

・専門的トレーニングを受けている

・栄養に関して緊急を要する支援を行うことを目的とする

栄養支援チーム

・広域に対応できる

・自己完結性を有する

JDA-DAT の活動内容

・被災地の医療・福祉・行政栄養部門と連携して情報

の収集・伝達・共有化を行い、緊急栄養補給物資

の支援等を行う

・被災施設および避難所等の責任者の許可のもと、被

災者への栄養補給等の支援を行う

・個人の被災者に対して、直接栄養補給などの支援を

行う

・対応の困難な被災者がいる場合は、医療機関に連

絡する等、必要な対応を行う

・移動・搬送手段、調製粉乳、栄養製品等の栄養補

給食品の調達手段等については、自ら確保して継続

した活動を行う

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）の設立
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JDA-DAT の構成および編成

リーダー

日本栄養士会

本人の申請により、指定栄養士会からの推薦者
（JDA-DAT スタッフからの選出が望ましい）

１年間に１回

2 日間

原則自己負担

実費負担による支給

研修機関

受講資格

開催回数

時間・日数

参加費用

ユニフォーム

スタッフ

都道府県指定栄養士会

本人の申請により、指定栄養士会が認めた会員 

1 年間に 1 ～ 2 回程度の開催が望ましい

養成研修 18 時間および教育研修 6 時間

原則自己負担

実費負担による支給

JDA-DAT の活動は、日本栄養士会の指定をうけた

都道府県栄養士会のリーダーとスタッフで構成される。

また、被災地においては、当該チームは災害発生と

ともに速やかに状況把握・現地での調整に当たり、順

次派遣されてくる JDA-DAT の受け入れ準備を整えるこ

ととなる。

養成（育成）研修の区分

スタッフおよびリーダーの養成

JDA-DAT の養成（育成）は、以下の通りである。
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被災地災害対策本部
（被災地行政等）

被災地都道府県の
行政栄養士

被災地
（避難所等）

日本栄養士会
被災地災害対策拠点

日本栄養士会　会長
（災害対策本部）

JDA-DAT
（指定の栄養士会）

JDA-DAT

JDA-DAT
被災地

行政栄養士

各都道府県
栄養士会

厚生労働省
被災都道府県知事等

被災地都道府県栄養士会

概ね発災後72 時間以内の活動

人
的
・
物
的
活
動
へ
の
後
方
支
援
お
よ
び
連
携
等

災害発生
連携

連携

連携

連携 支援要請

出動要請

出動要請

現地拠点の設置
支援要請

支援

支援

フェイズ1

状況の把握

被災地の行政
（被災地栄養士会）

フェイズ 2

避難所での支援

日本栄養士会
非被災地栄養士会

フェイズ 3

仮設住宅等での支援

被災地栄養士会

JDA-DAT JDA-DAT JDA-DAT

フェイズ 0

JDA-DAT の支援活動イメージ

JDA-DAT の活動の流れ

JDA-DAT は、大規模災害が発生すると、その初動

時における状況を把握するための情報の収集と伝達等

を主な役割としているが、規模や状況により、全国の

JDA-DAT につなげ長期的支援を行うこともある。
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災害急性期・亜急性期

ポピュレーションアプローチとしての業務

今回の震災では広域で発生したことや、ガソリン不

足により物流が途絶したこと等から、救援物資の到着

も遅れた。 被災者数も多く、備蓄食料はすぐに底をつ

き、食事提供がほとんどされないままに何日かが過ぎた。

次いで、多くの企業や国民からさまざまな物資が届き、

その後救援物資は国の一元管理のもとに県を通じて要

望し、配分を受けるというかたちに変わっていった。そ

ういう中で、おにぎり、菓子パンを中心とした炭水化物

中心の食事が長期にわたり提供され、たんぱく質・ビタ

ミン・ミネラル・食物繊維の不足による栄養不良が常

態化していったのである。

病者用や高齢者用等特別な用途に用いられる食品

については、在庫管理、配分にも専門知識が必要とな

ることから、適切に配分されず、その多くが不良在庫化

していた。これらは主に、ハイリスク者に対し利用され

るべきものであるが、その栄養成分によっては栄養不良

への対応の一助となるもので、不良在庫、期限切れ、

廃棄の道をたどったであろうことが惜しまれる。

さらに、炊き出しや避難者の共助による調理業務等

が始まると、食中毒予防 3 原則（清潔・迅速・加熱

または冷却）の厳守徹底や感染症予防・蔓延防止へ

の衛生管理指導も必要になってきた。そのため、災害

急性期から避難所の状況に応じた栄養確保対策を災

害支援管理栄養士が担う必要があった。

また、災害急性期からの食事提供記録は統一様式

で整えておくことが有効と考えられる。 避難所において

提供された食事の記録は、被災者の栄養摂取状況の

推移を示すものとして、たとえば、提供品目のメモ程度

のものからはじめ、デジタルカメラによる写真データとし

て記録しておくとよいと思われた。

東日本大震災において、宮城県をはじめ被災県では

定期的な栄養調査を行い、その推移を発表してきた。

さらに、全国からさまざまな研究機関、研究者が避難

所を訪問し、そこでの食事提供状況を繰り返し、繰り

返し調査していった。 未曽有の災害時に、そこでの栄

養摂取状況を調査・研究・発表することは重要なこと

ではあるが、避難所で調査を受ける側の責任者や担当

者は毎回同じことを聞かれ、だんだんと協力を得られなく

なったのである。

今後は、共通様式で、食事提供記録と給食日誌を

作成し、定期的に集約することでその情報は常に整理

され、それを共有することで少なくとも煩雑な過程を避

けることが可能である。

今回、災害支援管理栄養士・栄養士として、被災

地における支援活動報告について、国立保健医療科

学院健康危機管理研究部部長金谷泰宏先生、同・

研究情報支援研究センター特命上席主任研究官奥村

貴史先生の協力を得、自然言語処理（コンピュータで

テキストを理解・処理する研究分野）を専門とする３つ

の研究チームと情報通信技術（情報の伝達を行う技

術）の１つの研究チームにより、それぞれの専門分野

の視点から、活動報告書中の自由記述について分析し

ていただいた。その結果より、災害時における活動報

告のあり方を見直すとともに、新たな活動報告様式を

提案する。

▢√　避難所の実態把握

性・年代別避難者概数、火器使用の可否、

電気・水の確保、トイレ・手洗い・消毒薬の

有無、食器・食具の状況、一人当たりのスペー

ス等

▢√　炭水化物中心の食事提供、たんぱく質・ビタ

ミン・ミネラル・食物繊維不足への対応

▢√　献立指導、調理指導、食中毒予防指導（救

援物資による調理、炊き出し等）

▢√　感染症予防、蔓延防止

▢√　病者用・高齢者用等特殊食品の抽出・活用

▢√　食事提供記録・給食日誌等の作成

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）に
必要なスキルとその育成
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ハイリスクアプローチとしての業務

一人ひとりの栄養状況は、配給食を受け取っていて

も、歯や飲み込みの状態によって大きく変わる。 特に

高齢者では、津波で入れ歯が流されてしまったり、栄

養不良から痩せて入れ歯が合わなくなったりとトラブルは

多い。

避難所においては、個人の専有できる面積が極端に

狭く、動くこともおぼつかない状況下で運動量の低下か

らの食欲不振、さらには生活不活発病（廃用症候群）

による機能低下を引き起こしている。また、毎日おにぎ

りや菓子パンが続くことによる残食など、低栄養に至る

条件は数知れない。

避難生活が始まると同時に、またはできるだけ早期

の体重測定と持病の有無、食事管理の必要性などを

把握した上での管理栄養士・栄養士による栄養支援

が望まれた。さらに、在宅療養者の支援では医師や歯

科医師、看護師と連携して訪問による支援が必要であ

る。 避難所以上に救援物資の乏しい在宅被災者の中

で、在宅療養者の栄養確保は至難の業である。 実際

に、唐桑半島で在宅療養支援のための訪問活動を行っ

ていた医師が、「濃厚流動食が無い。 持っていたもの

を提供したが次の人の分は無い。自分が命の順番を決

めていいのか」と苦しんでいた。このとき、「家庭にあ

るものでできる経管栄養は」と聞かれ、災害時特有の

対応策を事前に持っていたらと悔やまれた。

ハイリスクアプローチでは、早期の栄養アセスメント

が欠かせない。 災害によってもたらされた慢性疾患の

悪化や低栄養状態に対して時期に応じた支援が必要で

ある。

災害慢性期

仮設住宅入居が進むと、避難所とはまったく違う側

面が表れてくる。

衣食住を確保されていた避難所生活から、仮設住宅

入居と同時に被災者は経済的にも精神的にも自立を求

められる。プライバシーは確保されるものの、災害前の

コミュニティ、避難所でのコミュニティから、新たなコミュ

ニティを作り上げていくことになる。そこに参加できるか

どうかが孤立との分かれ道になる。このとき、特に職を

失った男性への目配りは欠かせないところで、飲酒とそ

れに伴う低栄養が問題となる。

また、仮設住宅の立地条件や規模、車の有無等に

より食料入手の可否には大きな影響が生じた。 大規模

仮設住宅団地であれば、比較的早期に仮設店舗が開

業し、さらに移動販売車がそれを補完していく仕組みが

できてくる。しかし、遠隔地で小規模のところにはそうい

う体制はないことが多く、車を持つ住民の協力でやっと

食料をはじめとした生活物資を入手しているところもあっ

た。

長期にわたり、食事づくりから離れていた被災者は、

調理に対する意欲や機能を失っている可能性も高い。

ご飯や味噌汁はつくっても、主菜、副菜の調理は限ら

れていると思われ、実際に、仮設住宅の中でほとんど

汚れていない換気扇やガスレンジの事例からも調理が

行われていない可能性が推測できた。そこで、仮設住

宅入居者の孤立を防ぎ、食べることを通じて生きること

への意欲を高める活動の展開や、朝食欠食の可能性

が高いであろうことから、朝食を食べようキャンペーン活

動の実施を検討・実施している。

慢性疾患を有する者や要介護者、要支援者等に対

する栄養支援は、主に仮設住宅への訪問活動として行

われ、行政からの協力依頼に基づき地元栄養士会が

対応している。

災害フェーズ分類における管理栄養士・栄養士の支

援内容について、東日本大震災における例を以下に示

す。

▢√　栄養スクリーニング・アセスメント

急性期 ： 性・年代別人数、栄養補給上配

慮が必要な者の把握

亜 急 性 期・慢 性 期 ：有 病、 要 介 護 度、 生

活機能低下、褥創の有無、脱水、栄養摂取、

体重等の状況

▢√　避難所および在宅訪問での栄養支援（低栄

養、褥創、経管栄養等）

▢√　福祉避難所等における栄養支援（病者、要

介護者・要支援者等への栄養補給・調理支

援）
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ボランティア活動とその責任

支 援には、サイコロジカルファーストエイド（ 以 下：

PFA）を活 用して介 入する。 PFA とは、 苦しんでい

る人を支 援・援 助する際に、その 人 の 尊 厳・文 化・

能力を尊重した上で行う人道的対応方法のことである

（IASC，2007）。 緊急事態に遭遇し苦しんでいる人の

中で、PFA による支援を必要とし、かつ望んでいる人

に適用され、PFA の適用が強制されることがあってはな

らないと規定されている。

PFA の主な項目として、①対象者に配慮した実用的

支援、②対象者が現状以上の被害を受けることから守

る、③対象者の話を聞くことで、その人を落ち着かせる、

④対象者の基本的なニーズ（食料など）を充実する手

助けをする、⑤対象者が社会からの支援・援助を通じて、

大切な人とつながる手助けをする、⑥適切な対処法を用

い、不適切な対処法を避ける、の 6 つが挙げられる。

PFA はどのような場面で提供されるものか。PFA は、

緊急事態に遭遇した人に対して、提供者の本来の役割

の中でより良い支援を行うためのものである。 PFA は緊

急事態の最中、もしくは直後における対応方法であるが、

緊急事態の続いた期間や深刻さに応じ、数日間から数

カ月間続けることもありうる。

PFA が目指すものは、①安心感、他者とのつながり、

精神の平静、希望などの感覚が持てること、②社会的、

身体的、精神面での必要な支援が得られること、③個

人としても、地域（共同体）としても、自分（達）が自

分（達）自身の力になれると感じられることである。

「PFA は臨床的な介入でもなければ、新たな役割を

獲得するためのトレーニングでもない。 被災者への救助

や支援を、現在の役割の中でより良く提供するために役

立 つもの 」（IMC-TELL Psychological First Aid 

Training 2011 より引用）

▢√　プライバシーへの配慮と思いやりある態度で行

動する ( 傾聴、共感 )

▢√　 栄 養 相 談は「 指 導ではなく支える（ 支 援 ）」

の気持ちで行う

▢√　他機関などには協調性を持って対応する（連

携、柔軟対応、指揮系統を遵守）

▢√　いつでも、どこでもマナーのある行動をとる

▢√　いつでも感謝の気持ちをもって活動する（後

方支援者、職場、家庭の協力）

▢√　簡潔で分かりやすい言葉づかいを使う（穏や

かに、忍耐強く、共感的）

▢√　略語や専門用語は控える（「食事制限」→「食

べ方を工夫しましょう」等）

第３期
１ヶ月～６ヶ月
復旧期

第２期
４日目～１ヶ月
応急修復期

第１期
発災～７２時間
被災混乱期

ライフライン破綻
交通手段破綻
情報網破綻
行政機能破綻
医療機能破綻
被災者避難所避難

主食（パン類・おにぎ
り）中心 →炊き出し

水分補給

高エネルギー食品の
提供

弁当支給

たんぱく質不足への対応
ビタミン、ミネラル、食
物繊維不足への対応
支援物資の調整
自衛隊との協働

栄養状態の把握・代
替食の検討（乳幼児・
高齢者・慢性患患者）　

巡回栄養相談
在宅生活者の栄養相談
栄養教育（食事づくり
の指導等）

避難所・給食施設
被災住宅 被災住宅・仮設住宅

ライフライン復旧
主な道路網回復
情報網復旧
備蓄品配布
避難所管理運営
仮設住宅建築

避難所集約化
福祉避難所移行
仮設住宅生活移行期

避難所退去終了
仮設住宅生活

災害フェーズ
期　　　間
復　　　興

被災地状況

活動内容

場所

被災者へ
の対応

栄養補給

第４期
６ヶ月以降
復興期

災害フェーズ分類における支援内容
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JDA-DATリーダー

リーダーは、急性期（概ね 72 時間以内）にすばや

く活動でき、専門的能力（下記）をもち、栄養に関し

てはもちろん、状況に応じ、緊急を要する支援を行うこ

とができるチームリーダーである。その他、初動時には、

情報収集を行い、継続した支援のための活動拠点や宿

舎の選定と確保を行う等大変重要な任務となる。

専門的能力（知識・技術）

また、平時において JDA-DAT リーダーは、指定栄

養士会長及び行政栄養士等と連携し、地域における防

災対策や JDA-DAT の研修等に協力しなければならな

い。 地域防災における災害対応の考え方には、自助、

共助、公助の 3 つのステップがある。 普段から一人ひ

とりが自助について考えておくことは、とても大切なこと

であり、家庭で、施設で、備蓄を蓄えておく必要性を、

各自のフィールドで普及啓発してほしい。

また、災害には共助の重要性が確認されている。 阪

神・淡路大震災でも、多くの生存者は、近隣の方に助

けられている。 平時には、顔と顔が見える、繋がる活動

をして、共助のネットワークを広げる必要がある。

JDA-DAT スタッフ

　（別添：スタッフ研修要領 P.96）

▢√　災害に関する基本的事項

災害とは、災害医療の概念、災害サイクル、

災害栄養管理、チーム医療の大切さ

▢√　JDA-DAT の意義・役割、JDA-DAT 要綱、

運用計画、災害の関連法令

▢√　臨機応変の対応能力・人間関係の調整能力、

リーダーのものの考え方、行動の仕方

▢√　被災地における保健医療ニーズの変遷

▢√　精神心理ケア、家族ケア、ご遺体への対応

▢√　支援派遣者自身の健康・安全管理

▢√　被災状況下における支援派遣者の受け入れ

立場からの支援のあり方

▢√　被災者を理解し、悲嘆にある人とのコミュニ

ケーションのあり方

▢√　災害時に想定される栄養アセスメント方法

▢√　災害時の栄養課題や特殊性、栄養指導

▢√　備蓄食品の活用や入手可能な食材からのレシ

ピづくりとその場に応じた調理方法

▢√　トリアージ、災害時の応急処置、救命救急方

法
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現在までの育成状況

リーダー育成研修

フォローアップ研修

日　時

平成 24 年 2 月 18 日（土）～ 19 日（日）

平成 24 年 11 月 17 日（土）～ 18 日（日）

平成 25 年 11 月 3 日（日）～ 4 日（月）

第 1 回

第 2 回

第 3 回

場　所

東京都：東京家政学院大学

兵庫県：神戸女子大学教育センター他

宮城県：仙台市情報・産業プラザネ ! ット U

登録人数

106 名

64 名

70 名

日　時

平成 24 年 9 月 15 日（土）

平成 25 年 9 月 11 日（水）

第 1 回

第 2 回

場　所

愛知県：名古屋国際会議場

兵庫県：神戸国際会議場

登録人数

40 名

33 名

※ 2 章は、「日本栄養士会災害支援チーム活動マニュアル」（平成 26 年 2 月作成）を基にまとめました。

今後の予定

10 年 後、JDA-DAT リ ー ダ ー 1,000 名、JDA-

DAT スタッフ 4,000 名を目指す。日本栄養士会では、

平成 23 年度より 10 カ年計画で、JDA-DAT の整備・

推進を行っていく。 今後は、指定栄養士会との連携を

強 化し、 本 会においてはリーダー育 成を、そして都 道

府県栄養士会においてはスタッフの育成を積極的に進

める。 10 年後には、総勢 5,000 名のメンバーにより

JDA-DAT が全国に 1,000 チーム養成されることとな

る。また、各教育プログラムの評価を行うとともに、継

続した研修体系のあり方を検討する。
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日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）運営要綱

The 

Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team
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２ 会長は前項の申し出を承諾した場合は、当該指定栄養士会との締結を取り消さなければな

らない。

（ＪＤＡ－ＤＡＴの構成）

第５条 ＪＤＡ－ＤＡＴは、指定栄養士会単位のＪＤＡ－ＤＡＴスタッフ（以下「スタッフ」

という。）とＪＤＡ－ＤＡＴリーダー（以下「リーダー」という。）で構成する。

（ＪＤＡ－ＤＡＴの編成）

第６条 ＪＤＡ－ＤＡＴは、指定栄養士会のスタッフとリーダーをもって編成することを基本

とし、実際の活動時には、被災害地の管理栄養士又は栄養士を１名以上含む計４名程度で編

成するものとする。

（スタッフ登録）

第７条 指定栄養士会の長は会員の中から、必要な研修を受講し、修了した者をスタッフ登録

者名簿（様式第４号）に登録し、会長にスタッフ登録者名簿を提出するものとする。

２ 会長は、前項の登録した者にスタッフ登録証（様式第５号）を指定栄養士会の長を通じて

交付するとともに、当該スタッフが組織に所属する場合は、必要に応じその所属長にＪＤＡ

－ＤＡＴスタッフ従事承諾書（様式第６号）で支援活動の承諾を得る。

（リーダー登録）

第８条 指定栄養士会の長は登録したスタッフの中から、リーダー候補者を推薦し、会長に推

薦書（様式第７号）を提出するものとする。

２ 会長は、前項の推薦された者で会長が指定する研修会を受講し、修了した者に修了証書を

交付するとともに、リーダー登録者名簿（様式第８号）に登録するものとする。

３ 会長は、前項の登録した者にリーダー登録証（様式第９号）を推薦のあった指定栄養士会

の長を通じて交付するとともに、当該スタッフが組織に所属する場合は、必要に応じその所

属長にＪＤＡ－ＤＡＴリーダー従事承諾書（様式第１０号）で支援活動の承諾を得る。

４ リーダーは、会長が指定する研修会を修了した者であることを基本とするが、当分の間、

研修修了者と同等の知識を有すると認められる指定栄養士会のＪＤＡ－ＤＡＴスタッフにつ

いても、リーダーとして出動することができるものとする。

（登録の継続）

第９条 リーダー及びスタッフは、登録を継続するために、一定の期間内に再教育のための研

修を受講しなければならないこととする。

  なお、会長及び指定栄養士会の長は、その受講状況について管理することとする。

（変更）

第１０条 指定栄養士会の長は、スタッフ及びリーダーの登録名簿の記載事項に変更が生じた

場合は、原則として指定栄養士会の長を経て登録事項変更届（様式第１１号）を会長に提出
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するものとする。

（取消）

第１１条 指定栄養士会の長は、登録されたスタッフ及びリーダーの取り消しが生じた場合は、

登録取消申請書（様式第１２号）を会長に提出するものとする。

（出動基準）

第１２条 ＪＤＡ－ＤＡＴの出動基準は、次のとおりとする。

（１）被災害地内において、災害により複数以上の大規模避難所が設置されると見込まれる場

合

（２）前号に定める場合のほか、被災害地内において災害が発生し、被災害者の栄養管理が必

要と判断され、ＪＤＡ－ＤＡＴが出動し対応することが効果的であると認められる場合

（３）国あるいは都道府県、都道府県栄養士会等からＪＤＡ－ＤＡＴの出動要請があった場合

（出動要請）

第１３条 会長は、前条の出動基準に照らし、ＪＤＡ－ＤＡＴを出動させ対応することが効果

的であると判断したときは、指定栄養士会の長に対してＪＤＡ－ＤＡＴへの出動を要請する

ものとする。

２ 会長は、災害現場に出動した医療機関等の長から前条第１号又は第２号の出動基準に該当

すると判断されたことにより出動要請があったときは、指定栄養士会の長に対してＪＤＡ－

ＤＡＴへの出動を要請するものとする。

３ 指定栄養士会の長は会長からの要請を踏まえ、ＪＤＡ－ＤＡＴへの出動が可能と判断した

場合には、速やかに会長に連絡するとともに、会長の指示に従いＪＤＡ－ＤＡＴを出動させ

るものとする。

４ 指定栄養士会の長は、前項に定める場合のほか、明らかに前条第１号又は第２号の出動基

準に該当する災害が発生したと判断した場合は、会長の要請を待たずにＪＤＡ－ＤＡＴを出

動させることができる。

５ 前項の場合において、指定栄養士会の長は、出動後速やかに会長に報告し、その承認を得

なければならない。

６ 前項の規定に基づき会長が承認したＪＤＡ－ＤＡＴの出動は、会長の要請に基づく出動と

みなす。

７ 会長は、ＪＤＡ－ＤＡＴの出動要請を行う際には、関係機関と調整のうえ、ＪＤＡ－ＤＡ

Ｔの想定される業務及び現場の状況等の情報を指定栄養士会に伝えるものとする。

８ 指定栄養士会の長は、ＪＤＡ－ＤＡＴへの出動後速やかに出動者名簿（様式第１３号）を

会長に提出するものとする。

９ 会長は、ＪＤＡ－ＤＡＴの活動における事故等に対応するため、災害支援活動中のＪＤＡ

－ＤＡＴスタッフ及びリーダーの傷害保険等に加入するものとする。

１０ 指定栄養士会の長は、現場での活動が終了した後ＪＤＡ－ＤＡＴ支援活動報告書（様式

１４号）で会長に報告するものとする。
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（待機要請）

第１４条 会長は、災害が発生し、第１１条の出動基準に該当する可能性がある場合、指定栄

養士会にＪＤＡ－ＤＡＴの待機を要請することができるものとする。

２ 待機要請の手順は、出動要請の手順に準じて行うものとする。

３ 次の場合に、指定栄養士会の長は、会長からの要請を待たずにＪＤＡ－ＤＡＴを待機させ

るものとする。

（１）指定栄養士会の都道府県内において、震度５弱以上の地震が発生した場合

（２）東京都２３区で震度５強以上の地震が発生した場合

（３）その他の地域で震度６弱以上の地震が発生した場合

（４）津波警報（大津波警報）が発令された場合

（５）東海地震注意報が発令された場合

（６）台風、豪雨等の自然災害が発生し、大規模な避難等が見込まれる場合

（７）ＪＤＡ－ＤＡＴの出動を要請すると判断するような災害が発生した場合

（研修等）

第１５条 指定栄養士会の長は、ＪＤＡ－ＤＡＴの技術向上を図るため、指定栄養士会内外に

おける研修や訓練に努めるものとする。

２ ＪＤＡ－ＤＡＴリーダーは指定栄養士会の長及び行政栄養士等と連携し、地域における防

災対策、ＪＤＡ－ＤＡＴの研修等に協力するものとする。

３ 会長は、ＪＤＡ－ＤＡＴリーダーの資質の向上等を図るため、研修や訓練等の企画及び実

施に努めるものとする。

（連絡調整）

第１６条 会長は、日本栄養士会事務局内へＪＤＡ－ＤＡＴ事務局を設置する。

２ 会長は、ＪＤＡ－ＤＡＴの運用、活動の検証及び研修のあり方等について、検討協議する

ための連絡調整会議を設置する。

（経費の負担）

第１７条 ＪＤＡ－ＤＡＴの管理運営に係る事務経費等については、日本栄養士会及び指定栄

養士会それぞれにおいて、負担する。

２ ＪＤＡ－ＤＡＴへの出動に係る実務経費については、原則、派遣した指定栄養士会が負担

し経費の執行を行う。

ただし、派遣終了後、ＪＤＡ－ＤＡＴ出動経費申請書（様式第１５号）で会長あて申請す

ることができる。

３ 会長は、前項に基づき出動経費の申請を受けた場合で、適当と認めたときは申請のあった

指定栄養士会の長あてに申請額を支払わなければならない。

（その他）

第１８条 その他ＪＤＡ－ＤＡＴに係る事項については、別途会長が定めるものとする。
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附 則

この要綱は、平成２４年１月２８日から施行する。

【様 式】

（様式第 １号）  ＪＤＡ－ＤＡＴ指定栄養士会申請書

（様式第 ２号）  ＪＤＡ－ＤＡＴ指定栄養士会指定証

（様式第 ３号）  ＪＤＡ－ＤＡＴ指定栄養士会取消申請書

（様式第 ４号）  スタッフ登録者名簿

（様式第 ５号）  スタッフ登録証

（様式第 ６号）  ＪＤＡ－ＤＡＴスタッフ従事承諾書

（様式第 ７号）  ＪＤＡ－ＤＡＴリーダー推薦書

（様式第 ８号）  リーダー登録者名簿

（様式第 ９号）  リーダー登録証

（様式第１０号）  ＪＤＡ－ＤＡＴリーダー従事承諾書

（様式第１１号）  登録事項変更届

（様式第１２号）  登録取消申請書

（様式第１３号）  出動者名簿

（様式第１４号） ＪＤＡ－ＤＡＴ支援活動報告書

（様式第１５号） ＪＤＡ－ＤＡＴ出動経費申請書
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The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance 

Team

日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）スタッフ研修要領
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（２）教育研修（６時間、内３時間は訓練・演習研修）

ア 栄養アセスメント及びコミュニケーションスキル（１８０分）

    最新の情報に基づく栄養アセスメント及びコミュニケーションのあり方

イ 臨機応変の対応能力、応急措置・救急（１８０分）

    状況を把握及び即対応能力の向上

６ 開催回数

（１）養成研修

スタッフの養成計画等に基づき、必要に応じて開催する。

（２）教育研修

スタッフを養成した日本栄養士会及び指定栄養士会は、スタッフの再教育研修とし

て、それぞれ年１回以上開催する。

７ 条 件

要綱第７条に基づくスタッフの登録を継続するための再教育研修として、２年に１回

以上日本栄養士会又は指定栄養士会の主催する教育研修を受講しなければならないこ

ととする。

８ 経費の負担

日本栄養士会及び指定栄養士会が主催する研修会に係る経費については、それぞれが

負担する。

ただし、受講者に対する費用負担の設定については、それぞれの判断によることとす

る。

附 則

この要領は、平成２４年１月２８日から施行する。
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日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）様式
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JDA-DAT

JDA-DAT

The Japan Dietetic Association-

Disaster Assistance Team registration card

. S00000
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101 0051 1 39
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Disaster Assistance Team registration card
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L

S



被災地支援活動から見えた、避難生活に必要な食に関する情報。日本栄養士会は、それ

らを独立行政法人国立健康・栄養研究所と共にまとめ、避難生活の中で健康を維持する

ために参考となるリーフレットを作成しました。 合わせて、専門職向けの解説とマニュアルも

作成し、現場での支援活動や緊急時対策に活用しています。

避 難 生 活 健 康 維 持マニュアル

被 災 者を食の知 識で支 援

chapter .  033 章

…

…

避難生活向けリーフレット 検索

掲 載しているリーフレットとマニュアルは、PDF 版 のデータをダウンロードできます 

（http://www.diet i t ian.or . jp/eq/110408.html）。 PDF 版のダウンロードは、避

難生活向けリーフレットと検索してください。本誌から切り取って保存することも可能です。
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日本栄養士会雑誌特集実績

日本栄養士会雑誌第 54 巻第 7 号
平成 23 年 7 月 1 日発行

特集　東日本大震災への対応 その 1 

災害時の栄養問題と
管理栄養士・栄養士の必要性 

（社）日本栄養士会専務理事 迫和子
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被災地における管理栄養士・栄養士の活動 
（社）日本栄養士会常任理事・栄養ケア・ステーション推進部長 下浦佳之

今回の経験から見えてきた今後の課題 
（社）日本栄養士会常務理事事務取扱・研修部長 小松龍史
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日本栄養士会雑誌第 54 巻第 10 号 
平成 23 年 10 月 1 日発行 

避難生活での衛生管理 
（独）国立健康・栄養研究所 三好美紀、髙田和子、野末みほ、
猿倉薫子、中出麻紀子、坪田（宇津木）恵、笠岡（坪山）宜代

避難生活で生じる健康問題を予防するための栄養・食生活 
（独）国立健康・栄養研究所 髙田和子、三好美紀、野末みほ、
猿倉薫子、中出麻紀子、坪田（宇津木）恵、笠岡（坪山）宜代

特集 2　東日本大震災への対応 その 2

災害時の健康・栄養支援 
（独）国立健康・栄養研究所 
笠岡（坪山）宜代
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高齢者における避難生活での栄養・食生活 
（独）国立健康・栄養研究所 髙田和子、野末みほ、猿倉薫子、
中出麻紀子、坪田（宇津木）恵、三好美紀、笠岡（坪山）宜代 

母子における避難生活での栄養・食生活 
（独）国立健康・栄養研究所 坪田（宇津木）恵、笠岡（坪山）宜代、
三好美紀、野末みほ、猿倉薫子、中出麻紀子、髙田和子
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日本栄養士会雑誌第 54 巻第 11 号 
平成 23 年 11 月 1 日発行 

特集 2　東日本大震災への対応 その 3 

（社）岩手県栄養士会の支援活動状況報告 
（社）岩手県栄養士会会長 伊東碩子
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ふくしまは負けない 
（社）福島県栄養士会

東日本大震災に係る栄養支援活動経過報告 
（社）宮城県栄養士会会長 石川文子
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日本栄養士会雑誌第 55 巻第 1 号 
平成 24 年 1 月 1 日発行 

災害派遣管理栄養士・栄養士として 
複合型福祉施設コンフィ陽だまり苑 
清田優理香

特集 2　東日本大震災への対応 その 4 

岩手県遠野市拠点からの災害支援活動 
十文字学園女子大学 徳野裕子
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私どもが東日本大震災で学んだこと （社）日本栄養士会会長 中村丁次 

東日本大震災と今後の被災地在宅訪問栄養食事指導 
- 宮城県気仙沼市からの栄養管理上の問題点と在宅への課題 - 
全国在宅訪問栄養食事指導研究会 田中弥生

東日本大震災支援活動に参加して 
岡山大学病院臨床栄養部 坂本八千代
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日本栄養士会雑誌第 55 巻第 12 号 
平成 24 年 12 月 1 日発行 

言語処理による分析 - 日本栄養士会活動報告の分析 - 
東北大学大学院情報科学研究科 岡崎直観、
鍋島啓太、乾健太郎

特集　自然言語処理技術による
管理栄養士・栄養士の災害時支援活動報告の分析

活動報告の分析にあたり - 言語処理の試み - 
（公社）日本栄養士会常任理事　下浦佳之 
（公社）日本栄養士会 JDA-DAT エビデンスチームリーダー　笠岡（坪山）宜代
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言語処理による分析 
- 活動報告の評価情報分析 

（独）情報通信研究機構 風間淳一 

言語処理による分析 - 支援物資の分析 
東京大学知の構造化センター 荒牧英治

国立保健医療科学院 奥村貴史、金谷泰宏 

言語処理による分析 
- 日本栄養士会活動報告の分析 
奈良先端科学技術大学院大学
ユビキタスコンピューティングシステム
研究室 水本旭洋 
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本報告書は、東日本大震災において発災直後から

現在までの日本栄養士会、各都道府県栄養士会（被

災 地 栄 養 士 会 含む）の栄 養と食に関するさまざまな

災害支援活動等をまとめたものです。 緊急災害対策

本部の立ち上げからこれまでの栄養士会としての対応

状況を振り返るとともに、そこから見えてきた課題や教

訓、評価を今後の活動に生かすために、できるだけ多

くの資料を添付しました。また、活動報告として、一

人ひとりの管理栄養士・栄養士としての支援内容や

個々に感じた想い等についても、そのままのことばで

掲載させていただきました。

今 回の支 援 活 動を通して分かってきた情 報 収 集、

人的派遣、物資支援、支援費用、心理・精神面で

Conclusion  おわりに

の 問 題 等において、 今 後はこれらの 教 訓を生かし、

平時から管理栄養士・栄養士として災害時の栄養と

食の支援等についてスキルを上げ、研鑽に努めること

が必要です。

それが栄 養と食の専 門 職としての国民に対する責

務であり、 今 後 予 測される大 災 害 時 等での大きな備

え、つまり防災と減災とに繋がるのです。

特に、今回の災害支援管理栄養士・栄養士の活

動等の教訓を基に、被災者（特に要援護者）に対し

て適切な栄養と食の支援を行うために発足した日本栄

養士会災害支援チーム（JDA-DAT）の養成や活動

に生かしたいと考えています。 本報告書がその一助に

なればと願っております。
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本報告書の作成にあたりお忙しい中ご執筆、情報

提 供 等いただいた皆さまに厚くお礼を申し上げます。

また、本会の栄養支援活動を支え、ご尽力いただい

た皆さま方に深く感 謝申し上げるとともに、 今後も本

会に対しご支援ならびにご協力の程、よろしくお願い

申し上げます。

最後に東日本大震災でお亡くなりになられた方々の

ご冥福をお祈り申し上げます。

被災された皆さま、関係者の皆さまに心よりお見舞

い申し上げるとともに、被災地の一日も早い復興をお

祈り申し上げます。

公益社団法人 日本栄養士会



発　行：公益社団法人 日本栄養士会

〒 105-0004  東京都港区新橋 5-13-5  新橋 MCV ビル 6 階

TEL：03-5425-6555　　FAX：03-5425-6554

URL：http://www.dietitian.or.jp

発行日：平成 26 年 9 月 24 日


	144487_report-Mid
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